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●カラー画像解析装置

■白黒の写真を瞬時にカラー(12色)に換

えます。

■画像の輪か<を強調し、わずかな濃度

差を縦別します。

■現像等の手間を要せず多くの情報を解

読します。

■求碩計を内蔵し、求猿、演算が容易、

かく正確に、コンピューター利用を可

能にします。

■操作が容易。調製はすべて自動化、だ

れでも操作ができます。

■用途．．…･森林調査、リモートセンシン

グ、気象、海洋、植生、医療、公害等

r
朧式会社巻壱と
本社東烹弼新宿区新宿2-|3TELO3(354)0361柵〒160
大限支店大吸市開区上木町4-513-3TELO5(763)0891弱〒582
札慢営粟所札柊市雨峰百!i3－ｺI7-2TELOII(28I)5815蝿〒0釦
名古屋慧勇房名古屋市角田区金山町I-40TELG52(682)5121冊〒鴫5

デンドロメータⅡ型(改良型日林協測樹器）
35,000円（送料共)20mテープ1,500円

形 式主な改良点

商さldI7mm重最'160ga.プリズムと接眼孔のIⅢ隅を広げてプリズムによる
巾150mm 鮫を見易くした。

長さ151mm b.樹高測定専用の照地装蹴をつけた。
c・目盛板を大きくして見易くし，指標ふり子も長く

概要して測定精度の向上をはかった。
この測樹器は．従来ご愛顧をいただいており玄したデd・コンパスの代りとして"ilできるよう専川の照準
ソドロメークーに更に改良を加え，鰻械誤差の軽減によ装置をつけ，三脚に藩脱が可能なようにした。
る測定柵度の向上をはかるとともに，プロット点の測e.任意の水平距離による樹磁測定補正表をつけた。

1

’
鐙，ピヮクーリッヒカウントの判定，カウント木の樹商

測定，林分の傾斜度および方位の測定など一巡の作業が
この一台で測定できるよう段計製作したものです。
したがってイーンプリソグ調査，ピッターリッヒ法によ
る材職測推，林況測査，地況調盃，簡易測熾などに鮫適
です。

主な用途

al1a当り胸商断面職の測定

b.lli木および林分平均樹高の測定
c.11a当り材積の測定

d緬斜度測定

e・方位角測定および方位認定
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苦しまぎれの対策をそのままに

も

しんむらじゆんいち

榛村純一
(静岡県森林組合連合会専務理事）｡

戸一一戸

=％
「民有林業の将来を考える」という題を与えられたので，日ごろ，何となく考えていることを，

,この際，理論的にまとめて承ようかとあれこれ書いて象たが，どうも途中で書けなくなるのは，自
分の力不足もさることながら，民有林業の将来などということは，もともと理論的には書けないこ

となのかもしれない。ちょうど，林業はコスト計算がしにくいこととか，林業税制を根本的に検討

して承ると，どうしても理論に矛盾が出てしまうことと同じことであろう。

そこで，思いつくままに，いろいろと苦しまぎれにやってきたことを紹介させてもらえば，それ

がかえって諸賢の参考にしていただけるかもしれない，と思い，いささか独断のそしりをまぬがれ

ないが書いて承る。わたくしの立場は林業家であり，森林組合長であり，県森連務専であり，製材
①●■■●●●●

会社と木造住宅建築会社の代表取締役であるので，ある人にとってはいえ的存在の考えとなろう

!し，ある人にとっては，どの立場かわからないので困るということになろうし,悪くいえば浅い，よ

くいえば広いということになろう。ともかく，自分の林業の将来を考えて，苦しまぎれに手を打っ

てきたら，いつのまにか木を植えることから住宅販売まで，ごく自然に，垂直的組織化ができてい

たということである。しかし，これは私企業のことであるので，十年前に森林組合長になり，五年

前に県森連に出てきて，やったこととはあいいれることもあり，競合することもあり，自分の中で

二律背反に悩むことが多い。しかも，篤林家的林業家の立場と森林組合の安定原則の立場には，い

ささか対立する面があり，森林組合と県森連の立場も同じ系統組織といいながらも，どちらも積極

酌な手を打ち合った場合は，競合敵対関係になることもあるのである。したがって，わたくしの五

つの立場，林家，組合長，森連専務，製材代表，住宅販売会社代表，と､､うものは，林業の将来の

対策としては企画情報知識という面では相乗的効果役割を果たしているが,･資本の徹底と利益追求

‘の面では相殺的効果（不徹底）をきたしているといわざるをえない。

ニ
ト
ｉ
６

山は道あるを以って尊しとする

山は主人の足あとを肥やしにして成長するといわれる。自分の山を反省してふると，やはり，行

き方の少ない山の方が内容が悪いことがわかる。なぜ行き方が少ないか考えると，やはり，道がつ

も､ていなくて遠いところほど行っていない結果になっている。ついおっくうになるからである。そ

､こで，できる限り道を入れることを心がけてきて，トラックで自分の山へ行けない所はあと30町歩

,くらいまでになった。

静岡県森林組合系統ではシー昨年より「林業山村の10項目対策」というものを決議し実行してい

,るが，その第1項は道である。将来の林業を考えると，どうしても，道路密度最低ha当たり20m

にはもっていかなければいけない。将来いい山を作るには道がたくさんなければできないと思う。

－1－



それには開設コストがかかるので，作り方を工夫しなげればならない。最近では自然保護問題もあ
るので，そのことも配慮しなければならない。

そこで，嶺線・嶺越林道をたくさん作ることである。安く開設維持できる道が，これからいい道
を作ったということになると思う。

道について林政上の要望をいえば，林道はオール国県機で開設せよということである。地主は用

地費とつぶれ地補偵を自分たちでやるだけでもたいへんなのだから，開設事業識くらいは国県でも
ってもらいたい。今や,林道といっても,日本庭園の一般道であり,森林の公益機能の管理道である。
また，林道であけた道でも，やがて町村道になり，県道に絡上げされるのであるが，その時は災
害復旧が楽になるという甘言で，無償で公共に提供するのである。それから，嶺線・嶺越林道は，
受益区界をとりにくいし，今まで谷筋に入れた林道に対し，すでに負担金を二重三重に出している、
場合も多いのである。

そんなことを主張して，静岡県では，第2次林構から県饗つげたしが25％になった。近ごろ,．

政府が発表した森林の基本計画も，昭和90年の内外材比率7：3に回復するには，道をたくさん，
作ることを条件としているが，労務対策としての林道という観点も入れて，民有林業の将来は道に
かかっているといっても過言ではない。

色

一

高伐期集約常緑施業へと移行しつつ

道路密度がha当たり20m以上になったら，今までの種苗から鰐素材生産販売までの開発された

全技術を総点検し，再編成体系化しなければならない。

蓑た，日本の森林資源（緑と木材）を考えると，もっと大木のある国にしなげればならないので

高伐期に移行していく必要もある。金員収穫と物質収穫の両方を最犬にするためには道路密度”
mの場合，標準伐期は60年が最適と考えられてくる。もっといえば，一つの山で，短期無節材，

中期普通材，長期優良材というように，質生産と量生産を陣っきり区分した山の条件を作る必要が

あろう。わたくしはいつも四高体系ということをいっていて，森林施業については，高成長，高菩
積，高伐期，高品質，森林組合に対しては，高能率，高収益，高待遇，高精神，ということで，ハ

ッバをかけている。

それから．人工林を育てるということは，雑草と金利との戦いであるから，下刈りという初斯投

資をできるだけ安くあげることである。下刈りを4，5年以上やる人は，苗木，植え方，適地適木,

適期の下刈り，のうちどれかが悪いからである。人の将渦ま乳幼児の時決まるといわれるように，

林業の将来も，植えて2，3年で決まるといいたい。タイムリーな下刈りは，ちょっとした努力恋

できるもので，その点，農業の手がすいてからやるという従来のやり方は”結局，勘定に合うやり‘

方ではない。この際，半農半労の技術体系は，冠婚葬祭林業ならいざ知らず←下刈りを早くあげる

という点に集中して，修正されなければならない。

一

■
可
０

素材生産は森林組合作業班を主柱に

わたくしは自分の山はすべて森林組合の作業遜によってやっており,､裏山1雌h毎だけは気のすむ・

ように自分で人を頼んでやっている。一方，製材会社の方でも山林部をもっているが，森林組合と

競合しないように，区域を分けている。そんなことから，今後の林業労務について優劣あれこれを

考えるのであるが，やはり，素材生産の四資本（素材生産業者，製材業山林部,林業家森林組合)’

は，森林組合作業班を主柱として，交通整理していくべきだと考えている。もちろん，強将の下に

弱卒なしであるから，ちゃんとしたリーダーが森林組合にいなければ，森林組合の作業班くらい弗

能率なものはないということになってしまうから注意を要する。

－2－



山林労務対策のきめ手は，何といって囎雇糠主体（資本）の確立である。とすると，四資本のう

ちどれが最も将来に向かってふさわしい主,体たりうるかとなると，それは森林組合であろう。なぜ

なら，通年雇傭’社会保障，仲間意識，高待遇は500ha以下の個人林業では確立できない情勢で

あるし，造林労務と伐出労務の一元管理をすることが，先にふれた適期下刈り(タイムリーな施業）

をやるためには必要であるという観点に立てば，これをかなえるのは，森林組合が最適とならざる

をえない。静岡県の場合,竜山村森林組合淡伐出班も6月の下刈最適期には下刈りをやってそのこ

とを証明している。要は現場百回のたくましい森林組合経営者があるかどうかにかかっている。
$．

高度集約協業団地・高密路網経営のすすめ

わたくしの組合は，一次林織でブルドーザーを買って高密路網経営を始めて5年になる。高桧に

ついては説がいろいろあり，隣接地の掛JII営林署ではha当たり60m,局部的には80mとなってい

,るが，零細な所有区分になっている民有林ではha当たり30mが限度であろう。

方法としては，まず主要嶺線に基幹的な林道を入れる。そして派生嶺線にブランチの肋骨作業道

を入れるのである。傾斜はやは.り3Q度以~ドでないと無理で，幅員3.6mの道を入れて,1ha当

たりつぶれ地が2.5％以内でおさまらなL､山は，適当でないということになる。静岡県の場合，40

万haの民有林が80万筆に分かれている.状態であるから，高度集約団地経営はどうしても必要で

あるが，緩傾斜の部分力珍い林班でや･らないと，つぶれ地問題で協業できないから，だめである。

幸い,血a当たり30mの開設ができた場合には，択伐単木生産，モザイク伐採，多段林経営，利

用伐常緑施業が可能となり，内地森林が港湾における外材置場と同じ機能をもつことにもなるわけ

であるのこれは将来とも林業をやる所として税制上の恩典も与え，林業における線ビキ思想を確立

するきめ手腫しな.ければならない。

自分の組合のまずい試みをどう､評価されてか，大蔵省の主計官補佐の方が二度も現地視察してく

れて，二次林構の目玉商品とLて。高度集約協業団地としてこの考えをメニュー化してくれた。

ー

製材業と住宅産業への進出を

今後，内地林業のなすべきことの最も必要にして，最も困難なものは，製材業界への参加であり

その先の住宅産業への進出，つまり”大工さんとの提携問題であろう。

国産材の垂直的組織化はきわめてむずかしいことではある。しかし，建設業界・プレハブ業界の

大工丸かかえの動きと商法松下電工，パルなどの製材業界を通じての系列化戦略を見ると，どう

しても、林業界溢この動きに対応もしくは対抗しなければならないことは明白である。これは林

野庁施策でいえ唾森林組合課と林趨課が共同作戦でやらなければならないということである。

ここでわたくLは”二つの提言をしておきたい。

1．林業界または森林組合は”今後株式を公開する意向もある近代管理のできた製材会社に出資

することである。販売先を業者指定してでも，良質の製材会社を育成して，垂直的組織の糸口をつ

かむ必要力遮るのもはや，林業家と製赫業者が売手買手で内部対立したり，製材業界の過当競争に

つけこんで:，その上にあぐらをかも､ている時代は去ったのである。林材一体になって，他産業と戦

わなければならな､塒代なのである‘。

2．1ができたら，指定製材業者と一所になって，大工さんを抱き込んで，住宅建築販売会社を

作る必要力錨る。そして.，，ローンもL,くつか作り，宣伝も大いにやり，大工業界の問題解決に力を

かしてやら趣ければならない。

今:，全国”万人といわれる大工さんたちは三つの悩承をかかえているのではないだろうか。一

つは大企業の系列化の波にどう対応するかと､､うこと。つまり，いつまでも一匹狼ではいられない

－3－
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から，いっそ将来の仕事の安定のために，下請かおかかえ労務提供型大工になっても仕方がないで
はないかということ。ただあまりにも多くの所から誘いがあるので，どの系列にはいったらいいか

全く判断に迷うということであろう。二つは，系列化されたくないとすれば，ローンをやつ‘たり'・
コストダウンをはかったり，労務や後継者も十分確保したり，業者として今よりはるかに近代管理

システムを導入しなければならないが，それがなかなかできないということ。つまり，八つあん，

熊さん根性をぬけきれないのである。三つには，今やっている地縁的な受注方法。受注体制は早礎
●●●●

くずれるのではないかという不安である。坪いくらで請けるだけで詳しい見積書も契約書もなく
て，施主も大工も左官も建具屋も結構うまくやっていくという在来工法のやり方が，いつま･でも許
されるとは考えられないということである。

この三つの問題はよく考えると製材業界の問題であり，ひいては林業界の問題である。

今まで林業界は木材の将来について多く語ってきたが，大工業界にメスを入れて，その面から木
材の運命，すなわち，民有林業の運命を語ったものを，まだ知らない。
林業界は大工さんとともに,質のよい一戸建住宅のシェアを確保することを努力せねばならない。

6

弓

《
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地味だが強い一生収入の農林業を

わたくしは民有林業は農業とうまく組み合わせれば，最強の産業だと思っている。その根拠は四

つある。まず第一には，生産の原点(土と食)に立っていることであり，生活の原点（自然と健康＞
にも立っていることであり，思想の原点（帰郷と緑化）にも立っていることである。第二には，ふ
えない母なる大地を持っていることである。第三にはふえる資源である木材・森林をもっているこ
とである。しかも，それはCR資源(ClearRecycleきれいな再循環物質）である。第四に林業は
その公益機能･多目的効用からいって，きわめて良心的な仕事である。したがって，団結しさえす
れば，林政推進はいくらでもできるはずである。

静岡県の場合は，林業は，お茶，みかん，しいたけ，わさびなどと密接に結びついている｡した
がって，これらの作物の将来は民有林業の将来と別のものではない。その点，象かんの構造的暴落

の次にば，お茶のできすぎによる暴落が来るのではないかと恐れられている。
しかし，いずれにしだも，複合経営のしく率，施業計画，相続計画，家庭人事がしっか軌してい、

れぱ，地味だが強いのが農林業と考える。

毎
毛風土産業の里，メガロポリスの森

緑の空間計画，農林業の第三次産業化，観光農林業ということがいわれる。
近ごろの風潮を見ていると，どうも国土総休暇村ということになるのではないだろうか。となる‘

と，山村は森林の総合利用一風土産業－でいかなければならない。すでに，静岡県では，伊豆半島

と富士山麓は，企業地主の観光開発と宅地造成などでスプロール化してしまい，大井川，天竜川の
奥地もねらわれだしている。この際，山村に妙な私権が発生したり，乱開発されたりしてはならぬ
のである。しかし，山村振興はきれなければならないし，森林の汎用計画は立てる必要ｶﾐある。，
そこで，大井川の上流，10万haにメガロポリスの森を作ることを計画調査中であ,る。今後，大

規模レクリニーション基地というか，広域自然公園が必要となるが，山村振興と自然保護の調和手
法を開発することによって，それらが作られなければならない。今，同構想の骨子を記しておく。
1．旧井川村，旧梅ケ島，本川根町の10万haをそのまま回遊式広域自然公園に指定する。

2．同地域には，住民9,600人が住んでいるので，住民1万人計画とし,､土地を売らずに顔じっ

くりと1/4世紀計画として実施する。

3自然保護と開発を巧象に調和させ，メガロポリス静岡県らしい山村振興を行な.うα

－4－
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4．本当の自然，南アルプスの秘境を守るための土地利用計画である。

5．山村むけ各省庁施策を相乗効果あるようにセットさせる計画である。
プル指定を行ない濃密投資を行なう。

6．開発ということばを捨て，サケマスが母川に回帰することにならい，

する。

7．中部圏保全区域計画としてナショナル・レベル・プランとして財政措

8．農林業を徹底的に助成し，その代わり規制もする。

施策のダブル，トリッ

奥大井総合回帰計画と

置を講ずる。

屯

森林組合は虚弱児だが一人っ子

組織社会，情報化社会において，これからは，産業間闘争の時代にはいっていく。この時，林業
界はどの組織に頼ればよいだろうか。やはり，虚弱児だが一人っ子の森林組合を育成強化しておく

より仕方があるまい。要は能率的な森林組合をどう作るかにかかっていると思うのである。
次の4機能を森林組合は十分果たせなければならない。

1．企画調整する機能2．事業主体となる機能3．維持管理する機能4．サービスする機能
林業界はこの4機能を同時に果たしうる団体として，森林組合を一つの教育運動としても，盛り
立てなければならない。

｡

＝

1,000戸の人たちよ，立ち上がれ

民有林業のにない手は森林組合だといいながら,現在の状態では，どうしようもないというのが，
実情であろう。それはなぜか。わたくしにいわしむれば林業家がソッポを向いているからである。
静岡県の場合，70年農林業セソサスを調べて承ると，林業を主業と答えた人約1,000戸,30ha

以上の林家約1,000戸，林業収入の依存度50％以上と答えたもの，約1,000戸，過去1年間，100
万円以上林業収入があったもの約1,000戸，となっている。これらは相当に出入りがあろうが，し
かし，いずれにしても，1,000戸という数字であって，これは全林家の1.5％である。しかも，そ
の所有山林は，全民有林の35％を占有しているのである。この傾向は全国でも同じことがいえる
が，ここで強調したいことは，この1,000戸の階層こそ，林業がだめになれば，まつさきに手を上

げる連中であり，山村のいわゆるだんな様であり，民有林業の将来について，ある程度，主体的に
行動できる人たちであるということである。わたくしはこの階層こそ主体的に行動し，森林組合を
リードすべきであると考える。

そこで，わたくしは，この1,000戸の人たちに呼びかけて基金2億円の林業会議所を一昨年作っ
た。これは，林業・山村のシンクタンクとして，林政の推進と，森林組合を育てること，林業の立
場の一般P.Rとを目的としている。

わたくしは緑化は絶対善と信じている。今後林業家は，日本庭園のお庭番,水資源の管理人,エァ
クリーナー地区管理人，上流の汚染防止者としての強さと誇りを持たなくてはならない。山村民は
日本の屋根の職人であり,スイスの農民の言葉を借りれば,ナショナル・パーク・ワーカーである。
緑を守り，大木ある国土にして行かなければならない時に，林業相続税はますます重くなろうと
している。

林業相続税改正に対する大蔵省の堅陣はなかなかぬけない。彼らにいわせると，民有林業のビジ
ョンに基づく体系的な林業税制改正案は，まだ一回も出されたことはないそうである。今，林業会
議所では林業税制改正への提言をまとめている最中であるが，林業を保護しなければならない根拠
と，その根処を維持するために一部有力林家を相続税で保護しなければならない根拠と，二つなが
ら立証する必要があ‘るのである。

■一
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農林漁業における

環境保全的技術に関する総合研究

すぎむらけいL,ち

杉村敬一

(林野庁・研究普及課） ザ
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も出てきており，その技術体系を環境保全の観点から再

評価(テクノロジー・アセスメント)すべき時点に立ち至

っている。また，都市化の無秩序な進展や近視眼的な観

光開発によって，農林漁業空間が必要以上に破壌され，

環境の悪化を招いている事例も全国的に見受けられる。

したがって，ここで自然および人間環境の保全という

新たな観点から，農林漁業の新しい役割と機能とを見直

し，これを増進する方法論を確立して，国民生活に寄与

するとともに，その具体的な活用の場として，環境整備

に重点をおいた農村地域の再開発を推進していくこと

は，これからの環境時代に対応する農林漁業のあり方を

示すものとして，今日もっとも緊急のことがらであろう

と思われる。

このような時代的要請にこたえるため，農林漁業にお

ける環境悪化の実態と問題点を明らかにし，既往の研究

蓄積および科学的知見と手法に基づいて，自然ならびに

人間の生活環境と調和する土地利用方式，管理技術シス

テム,とくに,その緊急なものとしての家畜排泄物による

畜産公害への対処技術体系，緑地環境の整備方式の新し

いあり方を明らかにし，それらの研究の推進と成果をふ

まえた，今後の農村総合整備に関する基本計画の手法を

提示することは，これからの福祉国家への寄与を標ぼう

する幾林漁業関係の研究分野にとって，まさに喫緊の急

務であり，最大の命題であるといわなければならない。

ここまでの文章は，この研究についての予算資料から

の抜粋であるが，この研究の必要な理由について，明瞭

に表現しているのでここに引用した。

ここで，特に重要でありかつ基本的な2，3の事項に

ついて，その考え方を述べることにする。

最初に，「農林漁業の環境保全的機能」につし､て説明

する。農林漁業は，自然との直接の結びつきの中で営ま

れ，自然との調和のもとに，恒常的に自然の恵沢を享受

する生産活動であり，自然の破壊は自らの存立基盤を危

うくするため，その保全に努あざるをえない立場にあ

る。したがって，本来，食料および林産物の供給等の基

はじめに

農林省農林水産技術会議事務局においては，艇林水産

業のおかれている現在の諸情勢の下において，とくに表

題のような新大型別枠研究を，昨年の6月以降計画して

いる。

この研究は，従来の開発研究とは異なり，多くの専門

部門（関係試験研究機関は24箇所・委託先は46箇所）

が関与し，研究内容も各専門部門に藍たがる課題が多い

こと，研究の進め方は，各研究分野の研究能力を組織的

に結集して，研究効率の最大化をはかるため，シンク・

タンク方式を積極的に導入して，総合的研究討議を組織

編成して推進することなどの特徴をもっており，研究実

施年次は，昭和48年度から5年間の予定である。

この研究にば，林業部門（主として国立林業試験場が

対応する）の関与する場面が，かなり広範囲にわたって

おり，ここでば林業部門を中心にして，この研究計画の

内容を紹介して承よう。

、
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この研究の必要な理由について

今日，世界的規模で広範に進行しつつある環境の破壊

と公害の激化は，狭臓な国土に多数の人口と高度な経済

活動を展開しているわが国にとってとくに深刻な問題で

あり，工業の地方分散政策の成否も，この問題の解決の

成否にかかっている。

農林漁業は，自然との調和のもとに，自然の恵沢を継

続的に享受する生産活動として，本質的に自然環境の保

全に資する機能を有しており，農林漁業空間は環境資源

として重要な存在である。

環境・公害問題の解決のうえにおいて，この農林漁業

の有する機能を見直し，農林漁業の新しい役割としてこ

れを増進する方向で施策を識じることは重要な意味を有

するであろう。

しかし，このような機能を有する農林漁業も，近時そ

の生産の効率化を急ぐあまり，一部に家畜排泄物による

水系の汚染など環境を悪化し，公害の一要因をなすもの

ー

白田

＆
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本的機能と同時に，自然環境を維持増進する機能（国土

保全，水の保全，水と大気の浄化，廃棄物の還元，気候

緩和，安全と快適さの保持，保健休養，野生鳥獣の保

護，景観の保全）を保有しており，これらを通じて生活

環境の保全の諸機能があることになる。

次に，これらの機能は自然そのものの機能であって，

農林業の機能と↓､うべきではないとの見方，すなわち

｢自然の放置こそ諸機能を増進する」との主張もあるが，

この主張に対しては第一に，老齢過熱の天然林よりも，

適切に施業した活力のある人工林のほうが，環境保全的

機能が大きいことなど，放侭された自然より，幾林漁業

活動によって管理，利用された半自然としての農林漁業

空間のほうが，人間にとって快適有用な環境を形成して

いることも第二に，山火事を防ぎ，漁場を守るために海

の汚染を防ぎ浄化に努めているなど，拠林漁業に従事す

る農山漁民が，その生業の場である自然環境を維持し増

進するという形において，環境を保全する役割を果たし

ていること。第三に，現実の問題として，わが国では大

量の土地を経済的に利用せずに放置しておくことは不可

能であり，産業的に利用しつつ環境保全を図ることが重

要であることなどの理由から，これらの諸機能は，自然

そのものの機能であると認識するよりも，艇林漁業の機

能と理解されるべきであり，この意味において，幾林漁

業は環境保全と両立し，これを維持増進する機能を保有

する唯一の産業であるということができる。

本会議は，研究，行政，学会，団体等，各界の関係者

ないし学識経験者等約20名をもって織成し，農林水産

技術会議事務局長が招集する。任務ほ，環境保全におけ

る農林漁業の位置づけと，今後のあり方等に関する基本

的考え方を明らかにするとともに，農林漁業における環

境保全および土地利用技術の再評価等に関する試験研究

を推進するにあたっての基本的事項を定め，試験研究成

果の総合的評価を行なうことである。本会議に，以下の

研究部会・専門分科会および部会幹事会(15名）を置く。

1．総合評価部会

この部会ほ，本会議の事務局的役割と各研究部会間

の調整的役割を果たすためのもので，農林漁業におけ

る環境保全と土地利用技術に関する研究について，全

般的な原案の企画，評価等につ､､ての討議を行な↓､，

問題点を整理するとともに，これらを各研究部会に提

示し，そこでの検討結果をさらに総合評価して総括す

る。そのため，各部会の代表ら約15名をもって柵成

する。

2．農林漁業生態系研究部会

この部会ば，次の事項について明らかにするため，

関係研究者約15名を中心に樵成し，四つの専門分科

会〔①森林生態系②草地生態系③耕地生態系

④水域生態系）を置き，各分科会はそれぞれ約10名

の研究者をもって編成する。

1）農林水産業の各分野において，全国各地域の代表

的特徴的生態系のうち，保全すべき価値の高いもの

について検討を加え，その管理法を明らかにする。

2）農林漁業のもつ環境保全機能についての検討を行

ない，それら撰能の利用拡大の方途をさぐる。

3）都市化工業化が，地域生態系に及ぼす影響を明ら

かにする。

4）農林漁業における環境保全の指標化と，その利州

方法について検討する。

3．環境保全指標研究部会

農林漁業生態系における各種環境立地の分類調査を

もとに，環境保全に関連する諸要因を摘出し，相互の

量的関係を検討して，環境保全指標を設定し，環境保

全という観点からの土地利用の規準の策定に資する。

そのため約15名の諸専門分野の研究者を中心に構成

する。

4．土地利用技術再評価研究部会

この部会は，次の事項について明らかにするため，

約15名の諸専門分野の研究者を中心に樅成し，五つ

の専門分科会（①森林技術再評価②草地技術再評

価③耕地技術再評価④畜産技術再評価⑤水域技

仁

種

_巻
■

この研究の組立てについて

この研究は，環境保全に関する総合的研究討議と，環

境保全に関する試験研究とに二大別され，さらに後者

は，環境保全的見地からする農林漁業の機能の評価と増

進に関する研究と，家畜排泄物の処理・利用技術の開発

挺関する研究とに分けられる。以下，順を追って，研究

の進め方や構戊またはねらいなどを述べることにする。

》
ゆ
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l農林漁業における環境保全に関する総合的研究討議

この研究がねらいとする環境保全と，土地利用技術の

再評価の問題は，農林漁業のすべての分野にわたる広範

な問題であるので，総合的視点から問題をす承やかに解

析・評価・確定し，その成果を広く各方面に普及するこ

との意義を重視し，シンク・タンク方式によって研究総

力の結集をばかり，研究効率の迅速化，鐙大化に努める

ことが肝要である。

このため，幾林漁業環境保全研究会議（本会議）のも

,とに研究部会・専門分科会などを設け，パネル・ディス

;カッションを組織的に実施する。
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術再評価）を置き，各分科会ば約1嘱名の研究者をも

って編成する。

1）現状の土地および漁場の利用技術を見直し再評価

して，環境保全のためのこれら維持管理方式のあり

方，改善方向を明らかにする。

2）環境保全のための土地基盤整備のあり方を明らか

にする。

3）地力の維持保全の方式を明らかにする。

5．緑地環境研究部会

この部会は，次の事項について明らかにするため，

関係の研究者約15名を中心に構成する。

1）農林漁業における緑地環境，たとえば，保健休養

地区，土地保全地区，景域保誰地区等のあり方と，

それぞれの関連施設等の構想と計画について，既存

資料および研究成果等を基礎にして検討する。

2）この際，都市近郊，過疎化地帯その他特殊な環境

立地についての検討に重点を指向する。

3）以上に必要な施設整備，基盤整備のあり方につい

ても含めて検討する。

6．地域開発手法研究部会

この部会は，次の事項について明らかにするため，

研究と行政の関係者約15名をもって構成する。

1）自然および人間環境の保全を考慮した農村整備計

画の計画化の意義と考え方を明らかにする。

2）そのための社会および土地基総整備のあり方を明

らかにする。

3）環境保全との関連において，土地問題および地域

開発計画との関連などの問題を検討する。

4）環境保全に関連した制度，行政措置等について検

討する。

7．環境保全地域研究部会

この部会は，地域に関する次の事項について明らか

にするため，北海道，東北，関東（北陸・東海を含

む)，中。四国（近畿を含む)，九州および淡水区の6

ブ戸ヅクに研究部会を設け，各部会ごとに15名の幹

事を選出して構成する。

1）各地域における代表的な農林ならびに水域生態系

の検討とその管理法を明らかにする。

2）地域的に特徴のある土地・水域利用技術の再評価

を行なう。

3）地域農林漁業と緑地環境の整備方向を検討する。

錫各地域における総合的環境整備の方策を明らかに

する。

以上の研究部会・専門分科会のほかに，「環境保全に

関するシンポジウム」の開催，「環境と技術」誌の発行，

｢環境保全に関する海外調査」等を計画している。

I農林漁業における環境保全に関する試験研究

1．環境保全的見地からする艇林漁業の機能の評価と増

進に関する研究

1）地域生態系の実態解祈に関する研究

艇林漁業の生産活動の対象である自然生態系の実

態を諏査分析し，（イ)その生態系が，艇林漁業の生

産活動によってどのような影翻をうけ，その結果，

環境がどのように維持され，または悪化させられて

いるか，（ロ)農林漁業以外の産業活動や都市化によ

ってどのように破壊され，または悪化させられつつ

あるか，などにつ､､て，その実態を解析し，正確に

把握する。

2）農林漁業の環境保全機能の解明に関する研究

1)の研究成果をふまえて，農林漁業が果たしてい

る諸種の環境保全的機能を解明し，これをできるだ

け定量的に把握する。このことは，農林漁業の有す

る環境保全的機能をより増進するための技術体系を

確立するための前提となる。

3）農林漁業における環境保全指標に関する研究

1)の研究成果をふまえて，主として艇林漁業以外

の産業活動や都市化が環境保全と両立し，農林漁業

の環境保全的機能を損わない範囲で行なわれるため

の技術的・立地的基準を明らかにし，環境保全のた

めの科学的指標を明らかにする。

4）環境保全的土地利用技術と管理方式に関する研究

（テクノロジー・アセスメント）

1)の研究成果をふまえ，3)の保全指標をも活用し

て，幾林漁業生産活動自体の環境破壊や悪化の事例

についてその技術的要因を明らかにし，いわゆるテ

クノロジー・アセスメントを行ない，環境保全と調

和し，これを増進する方向で農林漁業生産技術体系

の確立を図るための研究を行なう。

5）緑地環境の整備方式に関する研究

2)の研究成果をふまえ，艇林漁業の環境保全的機

能を，地域開発等において活用するため，とくに保

健休蕊機能を中心にその利用の方式・手法を明らか

にする。

6）農林漁業空間における地域開発手法に関する研究

1）から5）までの研究成果も，これを現実に分担

し発揮せしめるのは農山漁民であり，機能の発揮を

十分にするためには，農山漁民の活動を可能にする

社会的条件等の整備が必要である。磯村地域に整備

されるべき社会環境，生活環境の規準を設定するた

乃
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保全機能・水保全機能の解明を中心として，物質循

環・水循環の典型的なパターンを把握するための調査

を実施するほか，気候鰐ﾛ・大気浄化・防音・保健休

菱・野生鳥獣保謹などの諸機能の解明についても，対

応する計画である。

3．農林漁業における環境保全指標に関する研究

この研究のねらいは,1---1-3)において述べた

が，環境保全指標は，森林生態系の実態解析の一環と

して環境要素の解析を行ない，これら要因を総合して

環境保全指標図の作製方法を研究する。

4．環境保全的土地利用技術と管理方式に関する研究

この研究のねらいは,1---1-4)において述べた

が，管理方式については，すでに環境保全上有効な施

業方法として実際の施業に組象込まれている方式（漸

伐・択伐・二段林等）を現地調査によって検討し，そ

の利点あるいば問題点を摘出して最良の施業方式の組

立てをはかる。また，混牧林や野生鳥獣の管理と利用

の観点に立った方式をも策定する。

5．緑地環境の整備方式に関する研究

この研究のねらいは,1-1-5)において述べた

が，都市緑地・近郊林・保健休蕊林等の問題に取り紐

む計画である。

6．農林漁業空間における地域開発手法に関する研究

この研究のねらいは,1-1-6)において述べた

が，具体的には，地域開発の規準・開発計画の手法←

再開発方式・社会的制御と負担の各課題に分かれる。

とくに農業部門との関連性が深く，主として経営経済

的視点からアプローチする。

7．家畜排泄物の処理利用技術の開発に関する研究

この研究については,1－2で述ぺたが，パーク堆

肥の製造による腐熟化と，林木を対象に施用方法につ

いての試験を計画している。

この研究の全体計画について，その考え方の骨子を簡

単に紹介した。現在，48年度の予算が内定した段階であ

り，さらに具体的な実施計画として，総合的研究討識の

組織化・調査研究推進体制・調査研究設計の作成等につ

いて，鋭意検討中である。

め，地域における物質循環，あるべき産業椛成等に

ついて明らかにするとともに，農林漁業空間におけ

る地域開発の手法について，地域開発都市地域，過

疎化地域での検証を通じて明確にし，さらに環境保

全のための社会制御と社会負担の方途について考究

する。

2．家畜排泄物の処理利用技術の開発に関する研究

この研究につ､､ては，林業部門の関連する課題の紹

介にとどめることにする。

ふん尿およびその処理物の土地還元利用

ア．ふん尿の急速腐熟化

イ各種作物に対する施用技術の確立

目

旬

幸
この研究における林業部門について

この研究に関連する林業部門として，とくに国立林業

試験場の対応計画について，その具体的な研究課題や研

究計画を述べることにする。

1．地域生態系の実態解析に関する研究

この研究のねらいは，先の’－1－1）において述

べたが，研究課題としては，①森林の施業による生態

系の変動に関する実態解析②都市化に伴う都市近郊

林生態系の変動に関する実態解析などの課題である。

①については，全国の代表的な天然林と人工林につい

て，森林の伐採，道路開設等森林の取扱いが生態系に

与える変動を，植生調査・鳥獣調査・昆虫相調査・物

質循環調査・水収支水質調査・土壌調査・気象調査な

どの総合的な調査によって明らかにし，諸条件の悪化

を起こさない技術あるいは許容される施業技術の策定

に資することを目的としている。②の目的は，都市近

郊林は，都市住民にとって環境保全機能が最も強く要

望される森林でありながら，森林としては強く人為の

影響をうけている状態にあるので，その実態を究明

し，自然的状態に導くための施策に資するためであ

る。

2．農林漁業の環境保全機能の解明に関する研究

この研究のねらいは，先の’－1－2）において述

べたが，森林の環境保全機能については，森林の土地

－
９
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も1．公益的機能計量化調査の趣旨

さて以下の叙述の関係上，この調査の背景，趣旨をこ

こで思いおこすことにする。これについても，すでに第

355号で述べたところであるが，それを整理要約して示

すとこうである。

周知のように60年代におけるわが国の経済発展には

目ざましいものがあり，きわめて短期間に高度工業化社

会を実現したが，その過程で社会にさまざ童の余波をも

はじめに

本誌第355号ですでに紹介したように，林野庁は，昭

和46年度から3カ年計画で「森林の公益的機能計量化

調査（承どりの効用調査)」を実施している。この調査
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たらした。そのひとつに，環境問題の顕密化がある。い

うまでもなく，高度工業化社会への道を歩む過程におい

て環境破壊の弊害が顕著になったからで，環境問題に対

する意識の高童りは，最近の社会的状況を特色づけるき

わだった様相である。しかもこの傾向ば，単にわが国だ

けの現象ではなく，いまや環境問題は，先進国の共通し

た社会的関心事であり，国連環境会議に承るとおり，国

際的討議の対象にさえなるにいたっている。目をふたた

び国内に転ずるに，環境問題は，国内政治の場でば，す

でに，70年代の政治課題のひとつとして地歩を占めるに

いたっており，昨今，しきりに論ぜられている国土空間

の合理的利用も環境問題が契機になっている。

このような社会的状況は，森林に対する価値観に変化

をもたらL,森林を環境資源として重視する傾向が急速

に強まった。あらためて述べるまでもなく,森林侭,木材

その他の林産物を生産する経済的機能をもつとともに，

水資源のかん養，国土の保全，保健体裁等の公益的機能

をもち，これらは広い意味での環境の保全に大きな効用

を発揮するからであるが，かくして，森林は，木材生産

の機能と公益的機能の両者をふたつながらに高度発揮す

ることによって，はじめて社会の要諦に十全にこたえう

ることとなったのである。

森林に対する社会の価値観の変化に対応して，林野庁

では，公益的機能を従来よりも重視し，森林がもつ多面

的な機能の総合的高度発揮を志向した森林政簸の展開を

図っているが，政策展開の基礎として各種の公益的機能

の定量的把握という，困難な問題の解明を初めとして，

多面的機能の総合的高度発揮を指向した施業体系（われ

われはこれを「多目的森林施業方法」と称している）や

小流域単位に森林の機能を総合的かつ般商度に発揮させ

るうえで最適の森林配置のパターン等の森林施業上の技

術的基準を確立する必要がある。また，森林の公益的機

能を高めるためには，森林の適正な管理造成に要する我

用の社会的分担ということも重要な要件になると考えら

れるが，その意味はこうである。林業は，長期にわたる

生産過程のなかで行なわれる伐採，植付け，保育等の行

為により，循環的に森林を造成していくことによって成

立するものであるが，森林の公益的織僅は，まさに，そ

の森林造成の過程で確保されるのである。いいかえる

と，林業が適切な施業を通じて行なう経済活動のなかで

公益的機能の発揮が行なわれるのである。健全な林業経

営の成立なくして公益的機能の確保はなされえないとい

うことがよくいわれるが，それはこのことをさしている

のである。しかし，さればといって，森林の公益的機能

の拡充は．健全な林業経営さえあれば自動的に達せられ

るというものでもない。公益的機能に対する要求が高度

である場合は，予定調和的なかたちでは期待するとおり

の公益的機能の確保は図りえないのである。元来，公益

的機能のそれぞれについて，その機能の高度発揮の観点

から望ましい固有の林分構造が存在するのである。そし

て，その固有の林分構造は，必ずしも木材生産の観点か

らする望ましい林分構造と一致するとは限らないのであ

る。したがって，森林の経済的機能と公益的機能ば，そ

れぞれの機能に対する要求が高度になればなるほど相克

が生ずることになる。もちろん,森林の公益的機能は,森

林生態系における物質生産，物質循環に基礎づけられて

おり，これが旺盛でなければ高度発揮は期しえない。ま

た，それは地力の維持培養のメカニズムそのものでもあ

り，その意味において森林生態系の物質生産，物質循環

の旺盛化は，経済的機能の見地からも必要なことがらで

ある。したがって，その限りでは相克は生じないわけで

あるが，しかし現実の林業経営は,森林生態系の物質生

産，物質循環という，いわば根源的な要素だけで施業方

法の決定を行なうわけではなく，資本の収益性，労働力’

の効率的活用，資金需要等さまざまの要件を考慮したう

えで簸適の方法を採用するのである。かくして，公益的；

機能に対する要請は，林業経営の立場からすると，森林

施業に対し樫職となる要因をはらんでいるのである。も

っとも，この極椎は，公益的機能に対する要請がそれほ

ど強いものでない場合は，さして顕在化しないが，要請

が高度化するにつれてあらわになり，ついには，林業経

営が，その経済活励のなかでは負担しえなくなり，もし

それを強制する場合は，経済活動としての林業経営の成

立を不可能にするといった事態にも立ちいたらしめるの‘

である。森林の公益的機能に対する社会的要請の現状を

みるに，すでに，社会への対応を無視したかたちで林業

経営の要求，すなわち，経済的機能の発揮をあるがま毒

に貫徹させることは許されない段階にきている。しか

も，わが国経済社会の将来展望からして，この傾向は今

後いっそう強まると思われ，森林施業に対する規制が強

化される方向に向かうであろう。

以上を別言すると，森林は社会資本としての性格を色

濃くもつにいたったということであるが，そうだとする

と，そのような森林の管理経営を森林所有者のみの負担

によって行なわしめることは適当でない。

森林の造成維持が社会資本の造成維持としての意味を

もつものであって承れば，当然，社会も菱用の分担を行

なうべきである。そして，その分担は，社会資本として

の森林の効用すなわち公益的機能がもたらす社会的効用

に即して行なわれるべきであろう。

＆

一

」
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長々と述べたが，以上のような意味内容をもつ費用分

担の基準を確立することも，公益的機能重視の森林政策

を推進するうえで重要な要件になるのである。公益的機

能計量化調査は，こういった政策推進上の基礎的要件の

解明を目的として構成されたものなのである。現在，こ

の調査は，3カ年計画の第2年次を終えんとしており，

48年度の調査の終了によって完結されることになってい
る。

かてて加えて，それを金額表示をするという試欺であっ

たため，本誌の読者諸贋も興味をそそられたことと思

う。そこで，今回は，計鐙，評価のあらましを述べて参

考腫供することとする。

3．公益的機能の計愚，評価

中間報告で採用した計鐙の方法は，現在継続中の公益

的機能計量化調査のなかで用いているそれとは異なる。

すでに本誌第355号で述べたように，計趣化調査におけ

る計赴方式は，数斌化理論に準拠するもので，標高，方

位，傾斜，斜面形，土壊型，表層地質等の立地因子なら

びに樹種，林齢，平均胸高直径，平均樹高，立木本数，

樹冠層の構成等の林分構成要素を要因項目とし，公益的

機能の計堂値を外的基準とする函数関係を設定して多変

量解析を行ない，かくして得られたスコアー表を基礎に

して個為の林分の公益的機能を計壁しようとするもので

ある。これに対して，今回の中間報告での方法は，計量

化調査の実施過程で集積された既往の溺査研究の成果を

基礎にし，全国の森林を一括してマクロ的に計趾すると

いうものである。その限りでは，かなり荒けずりの方法

であることをまずはじめにことわっておく。

なお，紙幅の関係で計鐘，評価の方法の紹介は，水資

源かん菱機能，土砂流出防止機能および野生鳥獣保護機

能の3種だけを取り上げて行なうことにする。

（'）水資源かん養機能

「湯水のように使う」という言葉があるように，これ

寮でわが国では，水は豊富なものの代名詞であった。と

ころが高度工業化社会の出現，都市化の進展によって，

水の使用量が急激に増加し，無尽蔵なものから有限のも

のへ，自然財から経済財へと変化しつつある。それで

も，いまのところ必要なだけの水は一応確保されている

からよいとしても，将来を見通した場合には地域によっ

て水需給にアンバランスが生じ，水不足が経済社会の発

展を制約するおそれすらでてきている。日本の年間降水

量は，6,000憶トンをやや上回っているが，かくも多量

の降水量をもちながら，どうして水需要に対し供給が不

足するかというと，わが国の河I1は，一般に流域面積が

狭小であるうえに地形急峻で河川勾配も急であり，かつ

降水魁の大半は，台風，梅雨期等の集中豪雨によるもの

であるため，河川流避の時期的変動が激しく，いきおい

利用効率が小さくなるからである。したがって，わが国

の場合，水蜜源開発とは，河川流通をなるべく平準化す

ることであるが，森林ば，周知のように降水を地中に浸

透させて地下水等にし，徐鐵に河川に流出させて河川流

量を平準化する働きがある。したがって，森林の水資源

2．中間報告のねらい

ところで，公益的機能重視の林政推進は，森林をとり

まく社会的状況に照らして急を要するものがある。日本

列島改造論を契磯にして，にわかに，国の政策ベースに

登場することとなった土地の合理的利用の問題，無秩序

な土地転用規制問題等＆に対し，林地が漬極的な自忌主

張の場を確保するためにも，早急に政策体系を整備して

臨む必要がある（その場合に森林の公益的機能が重要な
よりどころになるのは論をまたないであろう)。つまり，

公益的機能計量化調査の完了をまって公益的淡能重視の

政策体系の構成を行なうといった手順を踏む時間的余裕
がないのである。ことほどさように，森林をめぐる社会

的状況の推移が激しいということであるが，社会の要請
に即応するためには，即刻公益的撰能重視の林政へ転換

する必要が生じたわけである。そのため，前述したよう

な施業技術基準や費用分担基準等の基礎的要件につい

て，これの概要をあらかじめ知る必要が生じたのであ
る。

というわけで，公益的機能計量化調査の現在童での成

果を活用して，急ぎ必要事項についての検討結果を調査
‘の中間報告として取り室とめ，過般公表した次第であ
る。そのなかで，費用分担に直接かかわる事項として公

益的機能の計量，評価も行なったが，その部分がたまた

ま一部の日刊紙に取り上げられ，〃承どりの効用12兆

8千億円〃等として報ぜられ，これが世間の注目をひ

くこととなったが，公益的機能の金額表示は，あくまで

も中間報告の一部をなすものである。中間報告は，「第

ユ部森林の公益的機能に関する費用分担｣，「第2部

森林の公益的機能の計量評価｣，「第3部多面的機能の
高度発揮のうえから望ましい森林とその取扱い」の3部

からなっており，政策推進のうえからは費用分担を論じ

た第1部と森林施業の問題を論じた第3部にこそ大きな

意義があるのであり，公益的機能を計量，評価した第2
部は，第1部および第2部と関連づけることによって，

雄じめて政策的対応との結びつきが明らかになるのであ

る。それにしても，全国の森林の公益的機能を計量し，

一
凸

一
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かん養機能の計堂は，降水のうちのどれだけが森林土壌

によって地中に浸透されるかをみればよいわけであり，

第一次的には森林土壌の降水貯留量を尺度にして計鐙す

るのが妥当である。中間報告でもこの方法を用いること

とした。ここで降水貯留量は次式によって求めた。

降水貯留鐙(トン/ヘクタール)=10,000m2x

1m(注)×森林土壌の粗孔隙率

注）森林土壌の平均深度を1mとした

この式の土壌の粗孔隙率は，既往の土鍍調査の成果を

整理して得られた次の値を用いた（この値は，国立林業

試験場土じよう部真下科長のご好意により提供されたも

ので，標本数約1,800にも及ぶ資料に基づいて作成され

ている)。

第1表母材別粗孔隙率

以上により，全国の森林土壌の降水貯留量を母材別に

求めると第3表のとおりとなる。

第3表に示されているように，森林土壌の貯水貯留量

は，全国合計で約4“億トンである。ところで，“4億

トンという値は，森林土壊が一時的に降水を貯留する量

であり，降水が地中に浸透していく動的過程を，ある一

瞬の静止状態でとらえた場合に，森林土壌の粗孔隙に飽

水状態で満たされている水避をそれは示しているのであ

る。いうなれば，それは時間的クロスセクションに対応

した量なのである。しかし，実際には，降水は森林土壌

の粗孔隙をつたわって地中に浸透流下していき，静止状

態でじっとそのまま貯留されているわけではないのであ

り，その意味では上記444億トンは，このような浸透現

象の動態的状況までをも反映したものとはいいえないの

である。そこで次に本来動態的なものである浸透現象に

即した計量を試承ることにする。

動的状態で把握した場合の土壊の降水貯留能力ば，も

し降雨がさほど激しいものでなく，地中へ浸透流下する

水量の範囲内にある場合は，すべて地中に浸透してしま

い，無限の貯留能力をもつことになる。したがって土壌

の降水貯留量を真の意味での水資源かん養磯能の指標に

するためには，貯留量を，降雨の強度，日別雨量分布等

の降雨状態と対応させて，これを動的過程としての浸透

量に転換する必要がある。次にそれを行なうことにす

る。

第3表において，たとえば第三紀堆積岩を母材とする

森林土壌のヘクタール当たり貯留鐙は1,420トンである。

1,420トンという水鎧ば，142ミリの降水量に相当する

が，既往の山地水文学上の調査の結果等からすると，一

時貯留に要する時間はごく短時間であり，せいぜい一時

間もあれば飽水状態に達するとされている。つまり貯留

量1,420トンの能力をもつ森林土壌は，時間雨量142ミ

リの範囲内の降雨ならばすべて一時貯留してしまい，地

表流下は生じないことになる（もちろんこの降雨が始ま

る時点では，土壌は乾燥状態にあり，一時貯留量ほゼロ

であったとする)。

次に問題になるのは，一時貯留されたものが地中に浸

透流下していく時間であるが，通常それには数日を要す

るとされ，かつ地中への流下鍛惟，初期に大きく以後定

率的に減少するとされている。

以上のような浸透特性や雨鹸の日別分布統計，既往の

時間雨量の極値（現在のところ150ミリが観測上の極値

である）等からすると，通常の降雨についてばほとんど

大部分を一時貯留することができると考えてよかろう。

すなわち第3表に象るとおりヘクタール当たり貯留量

回

匿出

母柿第三紀堆中・古

職篝〔倉生属繼変職誉謹鬮篝火山篇|火山〆、洪積統)積岩
鋤

｜‘｡』16.8粗孔蛎’ 14.217．119．320．3

|,｡‘|,"|,"|雨
粗孔隙率の
決定に用い
た標本数

I

290 380

なお粗孔隙率とほ，降水が重力によって下方に移動で

きるだけの大きさをもった孔隙のことである。微細な孔

隙では毛管現象によっては水は土壌壁に張り付いてしま

い，下方移動が行なわれないため，降水の地中浸透ほ行

なわれず，水資源かん養の働きに結びつかない。

次に日本の森林地帯の地質別分布面積比を地質図に基

づいて求め，これから地質別分布面積を算定して第2表

を得た（第2表も真下科長のご好意により提供されたも

のである)。

第2表地質別面積
ｰ

,蕊w駕
悪綴|4281623123212871610134012,520

面

■

第3表母材別貯留量
一

繍謬瀞…|驚鵬"篝"願”
"""|,"Ⅸ"'|2'0'01-
響‘"|…|‘鰯{｡"+唖ｲ､"+“

－13－



は，降水鐘に換算すると最大は火山灰を母材とする土壌

の209ミリ，最小でも第三紀堆積岩の142ミリであり，

通常の降雨には十分対応できる浸透能力をわが国の森林

土壌肱もっていることになる。ただし，異常な連続降雨

や局地的集中豪雨などに見舞われる場合は，浸透能力の

限界を越えることもしばしば生じよう（30分雨量，さら

には10分雨蹴等につ↓､ても検討する必要があるようで

あるが，今回憾雨魁観測資料の制約もあり見合わせた)。

また森林地帯にも貯留能力の小さい空地，崩壊地（浸透

能力はほとんどゼ回に等しい｡これらの面積は全森林面

積2～3％の程度と推定される)，道路敷等があり，ま

た小雨の場合には，樹冠，樹幹等から蒸発して地上に到

達しないが，この燈も考職こ入れなければならない。こ

ういった諸因子は，合計して総降水量のおおむれ3割程

度と見稜もった。したがって降水量の7割程度が地中に

浸透することになるわけである。以上の結果，森林地帯

への降水量（約4,100億トンと推定した）のうち森林土

壌が捕そくする通は．これの70%の2,900億トンと推

計した。つまり2,900億トンが動態的にとらえた場合の

森林の降水貯留戯であり，これから樹木等が蒸散作用な

どで消饗する麓(600侭トンと推計したブを差し引いた

2,300億トンが水資源かん蕊に果たす森林の効用の具体

的な値になる。

次に水蜜源かん義機能の価値的評価について述べる。

水資源開発の普遍的な方法にダムの織築がある。いうま

でもなくダムによって河川流量を平準化し，降水の利用

効率を高めようとするものであるが，森林のもつ水資源

かん蕊機能は，前にも述べたように具体的には河川流量

の平準化としてその効用が現われる。そこでこの点に着

目し'森林がもたらす河川流鐙平準化の効果揃記2,300

億トンがその計趾的表現である）をダムによって代替さ

せるとしたなら獺，いくらの費用が必要になるかによっ

てこの機能を評価することとした。現在，わが国におい

て，新規に水資源を開発するとした場合に必要とされる

ダム建設費から山元水生産原価を求あると，’トン当た

り約7円になる。そこでこれを基礎にして，森林が流量

平準化に果たしている2,300億トンの効果を評価する

と，1兆6,100億円になる。すなわち森林は，水資源か

ん義の面で年間1兆6,100億円の効用を社会に及ぼして
＝

いることになるわけで，この金額をもって水資源かん菱

機能の評価額としたのである。

機能，酸素供給・大気浄化機能についても計量，評価を

している。紙幅の関係でこれらを逐一解説することはで

きなかったが，いずれも既往の調査研究の成果を活用

し，全国の森林についてマクロ的な計量，評価を試染て

いる。その点に関しては水資源か‘ん養機能の場合と同じ

である。参考までにそれらの結果だけを示すと次のとお

りである。

土砂流出防止機能….降雨によって地表朧侵食される

が，有林地と無林地ではこの侵食に大差があり，有林地

の侵食土砂瞳は，無林地に比して格段に少ない。具体的

な土砂鐙でいうと，毎年57億Xn8の土砂流出が森林によ

って阻止されていることが明らかにされた。

評価は，森林が果たしている土砂流出防止の働きを砂

防堰堤によって代替させるとした場合に必要となる堰堤

建設讃を埜礎にして行なった｡その結果,年間2兆2,700

億円の効用をもたらしていることが判明した。

土砂崩壊防止機能…･有林地と無林地では，崩壊面積

や崩壊土砂蚤に差がある。崩壊が原因で林地から流出す

る土砂鐙が，有林地と無林地でどれだけの差があるかに

よって機能の大きさを計量した結果，年間1．3億Xn3を

得た。

評価は，森林がなかった場合を仮定して，上記1.3億

Xn3の土砂が谷に流れ出たものとし，これを下流へ流出

させないために砂防塀堤を築設して阻止するとした場合

に要する磯用を蕊準にして行なった。その結果年間

500億円となった。

保健休蕊機能･･･森林レクリエーションのために消磯

される交通磯，飲食費，宿泊代さらには機会費用までも

含めた金額によって計最した。その結果年額2兆2,500

億円となった。

野生鳥獣保謹職能･…地域別，森林タイプ別に鳥類の

ヘクタール当たり生息数（5～7月の生息数）を求め，

これから全森林の生息鳥類の羽数を求めたところ8,100

万羽となった。

評価は，生息する鳥類によってもたらされる森林保護

費の軽減額および虫害による材質低下の軽減額によって

行ない，1兆7,800億円を得た。

酸素供給・大気浄化機能…･酸素供給の働きの計量

は，森林が放出する酸素の重量により，また大気浄化に

ついては森林が吸収する炭酸ガスの重量によって計量し

た。その結果，酸素供給量は年間5,200万トン，炭酸ガ

ス吸収量は6,900万1､ンとなった。

評価は，今回は酸素供給についての承行なった。その

方法は，工業用材料として市販されている酸素の販売価

格を基礎にしたもので，年額4兆8,700億円を得た。

』

8

一
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むすびにかえて

中間報告では，水資源かん養機能の緑か土砂流出防止

機能，土砂崩壊防止機能，保健休養機能，野生鳥獣保護
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林業について

おざわけさよし

小沢今朝芳
ながいけとしひろ抄訳
長池敏弘

(東京営林局・監査課）

1．はじめに

周知のように外材輸入量の増加が，日本における国内

材の生産の停滞をもたらし，また，経済活動の発展はあ

またの公害を発生させた。そこで，第2次大戦で敗れ，

そのなかから復興して経済発展の著しいドイツ連邦共和

国は，日本と幾多の点で類似点をもっており，ドイツ林

業の現状を知ることは，日本林業の将来に対するいろい

ろな示唆を与えるものと思われる。

それで，テキストとしてForestryandwOodEco-

nomyintheFederalRepublicofGermany「ドイツ

連邦共和国の林業と木材経済」（ドイツ連邦共和国食糧

農業林業省刊1967年版）によって紹介したい。この刊

行物は，ドイツの林業と林産工業の最も重要な特色を提

示して，国民の広範な層の理解を求め，かつ深めるため

に意図されたものであり，あわせて，ドイツ訪問者に対

する林業部門の重要問題についての情報提供として役だ

つよう編集されたものである。-いわゆる’日林協編「私

たちの森林」のドイツ版といえようか。

この刊行物は，「ドイツ連邦共和国の林業｣，「ドイツ

連邦共和国の木材経済」および「林業および木材経済の

国際関係」の三部にわけ，その各般にわたり論述されて

いる。その各般にわたり紹介することは，紙数のうえか

ら至難のことであるので，ここでは，当面の問題として

興味のあることを選んで紹介したい。

2．森林認識の変化

ドイツにおける森林の役割について，連邦食糧農業林

業大臣へルマン・ホッフェルは，その序文のなかで次の

ように述べている。

「ドイツ連邦共和国の工業国家への発展は，その国

土の29％を占める森林に一層の重要性を付与する。

木材の生産者としてまた所得源としての重要な経済的

機能のほかに，森林は重要な社会的役割も果たさなけ

ればならない。すなわち，空気の浄化，水の貯蔵，風

や水による浸食からの保全，野生鳥獣の生棲地や健康

で気候のバランスのとれた田舎でのレクリエーション

上の可能性を用意することである。（中略）森林が経

済的な健全さを保つときにの承，全体の経済発展のた

め森林は多様な寄与をなしうる｡」

連邦政府の森林と林業に対する考え方は，この数行の

言葉のなかに明確かつ簡潔に集約されているように思わ

れる。

1914年以前は，ドイツ西部の工業を東部の農場と森林

が補い，経済的バランスがとれていたが，第1次大戦を

経た第2次大戦後において1,380万haの森林のうちの

720万haが残されたの象であった。この国土総面積の

29％の森林が，ドイツの木材需要の60％をまかなって

いる（以降の記述においてドイツとほドイツ連邦共和国

をいう)。それにもかかわらず，人口密度が高く高度に

工業化された地域では，森林の有益な効用について広く

論ぜられている。工業化社会に住む住民が，憩いの場所

としての森や湖や川に強く惹かれており，森林のもづ機

能の多様性についての認識が一段と強められたのであ

る。この社会的意義は，森林政策，地域計画，風景管理

などに高い位置が与えられている。すなわち，「森林の

主要産物である木材は輸入できるけれども，森林それ自

身は，農業や植生全体にとって不可欠の要素なのだ」と

いう，森林のもつ保安機能を生産機能に優先させる認識

である。

だからといって，森林の保安機能を，林業や森林の所

有形態を無視して論ぜられているわけでない。

「人と地方の福祉への義務を完全に果たすには，森

林は保護と保育，林道開発，保続的利用および更新を

必要とする有効な管理下では，ほとんど附随的にその『

有益な作用を発揮する。しかし，継続的な財政損失で

所有者が管理に無関心になるならば,事態は全く別で

ある。未開発で顧拳られず，あらゆる危険にさらされ

ている森林は，その衰退が進行する状態のなかでは，

保全および社会的な機能を不十分にしか果さず，その

荒廃と共にそれ等の機能は，やがて停止するにいたる

であろう｡」

3．森林の所有形態と地域計画

全森林面積7)207=Fhaの半分以上を占める公有林

4,050千ha,特に連邦有林123千ha,州有林2,116千ha

の森林ほ，理想的な経営単位の腫かで一貫性をもって経
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音防止に適切な関心を払わなければならない。

といった基準等が含まれており，いわゆる，人口過密地

域には，森林・林業の特別な配慮が要求される。それら

のうち，最も大きいrO地域は，総括表theSummary

tableにのせられ，特別の管理下におかれている。

ドイツにおいても，人口過密地域の農場と森林が急激

に減少する傾向のあることが注目されている。この傾向

は，農耕や林業からの労働力の解放に基づくものであ

り，これらの地域の農場や森林の20～25％が，1950年

以降，他の目的のために転換されたと考えられている。

過密地域の林業の生存と発展の可能性は，輸送系統の拡

大，住宅建設，大気汚染などの要因のほか

（1）工場の煤煙害による成長傷害，林分破壊，収穫

量の減少

⑫）人間による損傷の危険増大と損傷の増大

などによっても減殺される。

このように，森林に対する直接，間接の作用は，森林

の必要な手入れや転換を危うくするだけでなく，多くの

地方で森林の存在を危うくしている。したがって，「地

域計画の原則にのっとった住宅と作業場所の集中化の努

力は，無秩序な建物の存在を防止し，山村地域の保護に

大きく寄与するだろう」また「農耕や林業に適した土地

の保全，レクリエーション地域の確保，水の浄化，秩序

ある統制のとれた荒地の整理，大気の浄化，騒音防止は

現在および将来の世代の適正な生活基盤を保証するため

に実行しなければならない重要な責務である」と，為政

者は考えている。

人1ｺ密度の増加や経済発展とともに，非常に多様な目

的のために土地への需要が増大する。したがって，乏し

い空間の利用は，特に広く先見の明ある計画を必要とす

る。地域開発法は，この過密地域における農業や林業へ

の土地利用優先の立場を確保した。過密地域におけるよ

く管理された農林業の存在は，「公費で負担されるはず

の公園やレクリエーション地域をつくり，維持するため

の高い費用を節約できる」という連邦政府の考え方は，

過密地域における農業と林業についても，特別の配慮を

与えているのである。

ひるがえって，日本の都市について象れば，このよう

な過密地域の林業について，為政者から注目されたこと

がかつてあったろうか。自然保護が叫ばれてひさしく，

また公害問題が人間生存の問題とかかわりあいをもって

論議されている現時点においても，森林に対するこのよ

うな発想が為政者の口からきかれないのである。

営されているが，残余の私有林3,157千haは，所有単位

や規模の大きさの点で全く異なる榔成をもっている。こ

の私有林は，全森林面積の43.8％を占めているが，そ

の経営単位の94％（面積にして21％）以上が而職20ha

に満たない零細所有である。ドイツにおいても，この極

度の細分化は，私有林の重大かつ決定的な欠陥として認

めており，この零細所有の私有林を統合するためには，

おおよそ80万haの森林が必要であるという。

また，私有林における0.5ha以上の経営単位の87%

が農林兼業であり，農業からの収入が少ないところで

は，特に，森林収入への依存が大きい。森林をもたない

農場でも,他の所有下にある近隣の森林から保護されて，

その生産は安定している。そのたあ，連邦および州政府

は，荒蕪地や農耕の価値のない辺境の農場の造林，ある

いは低木林から高木林への転換を，保護樹帯の造成など

とともに奨励している。このことは，その他の公共的援

助とともに農業経営の経済基盤の強化と所有農地の安全

に寄与している。

地域計画における森林の意義は，ドイツにおいても必

ずしもよく認識されているとは限らないようだ。土地の

低価格であること，その他の要因によって，森林は予備

の土地と思われがちである。この欠陥は，高速道路，住

宅建設，工業用地に市街地近郊のほとんどの林地が使用

されることによって増大しつつある。遠隔の荒蕪地や辺

境の農地の造林をもってしても，地域的補倣とはならな

い。したがって，ドイツの森林面職は比絞的大きく，近

年，荒蕪地や辺境の農地の造林の結果として，多少とも

増加しているとはいえ，「森林の全般的な分布と個盈の

地域の人口との関連における分布は，調和がとれていな

い」と指摘している。

そこで，ドイツ連邦議会は，1965年4月，地域開発法

Raumordnungsgesetzによって，地域計画や土地計画の

所管官庁に対する法的義務づけをした。この法律の第2

条には

（1）生産的経済の重要な部分たる農業および林業に

よる土地利用の管理を保証するために必要な空間的条

件をつくり確保しなければならない。

②農耕に適した土地（森林経営の行なわれている

土地についても同様である）を他に転用するには，そ

れが絶対に必要な範囲内での承考えられねぽならな

も､。

（3）農村は，森林を含めて維持し保謹と管理をしな

ければならないし，レクリエーション地域を確保し，

それIこ必要な割当をしなければならない。

（4）水害予防，水供給の確保，大気汚染の防止，騒

。卜

、

《
』

】
。

4．森林政策の目的と方法
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森林政策から生ずるすべての活勤朧，経済的，文化的

あるいは社会的な利益に奉仕することを目的としてお

り，ドイツ林業はEECにおける森林生産の分野での代

表的な位霞を占めている。

林業の経済的に最も重要な演務は，ドイツの市場に豊

富な林産物を恒常的に供給することである。そのため，

大戦後，皆伐地域の適正な造林，法正令級を再確立する

たあの準備および小規模民有林の予備生産の利用等を必

要とした。地域計画において，森林は土壌保全，理水，

侵食，なだれ，洪水，漂砂の防止，極端な気象条件の調

節等において重要な要素となっている。また，国民の肉

体的なくつろぎとレクリエーションの源泉として，森林

所有者，森林官，林業労働者，木材工業の従業員等の生

存の基盤として，さらに小農の生計に必要な副収入を提

供するものとして，森林の文化的・社会的な意義を認め
ている。

ドイツ林業の目的は，森林資源を維持し，できうれば
｡●●｡①●●●●

森林面積を増大させ，増産に導く方法を推進することで

ある。ここで「森林資源の培養」ではなく「森林面職の

増大」と書いているところに注目する必要があろう。

このため，連邦政府は，これまで(1)70万haの再造林

（1949-1957)，(2)土壌の改良，(3)8.1万haの荒蕪地

の造林（1949-1960)，－このなかには，ルール地方や

ケルン盆地の炭鉱地帯のポタ山造林も含まれる－，（4）

4.75万haの限界地の造林(1960-1965),(5)3.37万ha

の萌芽林の高木林転換(1960-1965),(6)4,300kmの道

路建設（1960-1965)，(7)土地統合法（1953,6.14）に

よる土地統合，(8)小規模森林の協同経営，(9)拠林混合

経営における所有者の強化，⑩防風林造成や，道路沿

い,水辺あるいは牧草地の周辺の林木(主としてポプラ）

の育成を行ない，以上の森林政策を支えるために，大規

模な⑪普及活動と⑫研究活動が維持されている。

以上のうち，(9)農林混合経営における所有者の強化に

ついて，少し説明しておく必要があろう。ドイツにお

いては，私有林地の56％が経済的に腱地と直結してお

り，農家の平均的経営においては，農地と林地の比は3

対1と推定されている。農民は，夏は農耕に従戦し冬は

林業労働をしており，森林は，相続とか持参金とか投資

など不時の出費にさいし，引き出すことのできる預金の

,口座のような役割を果たしている。そのほか，森林は，

盤器具の材料，建築材料あるいは燃料などの素材とし

て，農民に永続的な副収入を提供している。このため，

連邦政府は，森林政策として森林と農場のあいだの結び

つきを強化し保護する方策を進めており，このような艇

林混合経営に対して，純粋な森林経営のゑに専念する方

策はとらない。

なお，ドイツの研究活動の主要な分野のなかに,BiO-

coenoses(生物共同体学）が含まれていることは注目に

値する。

5．森林経営と施業技術

ドイツにおいては，その初期は単木択伐法であったが

18世紀以降，大規模な傘伐法に転換し,天然更新に期待

してたゆまざる努力が払われた。しかし，これらの試承

はすべて失敗し，モミ・ブナ・トウヒの混交林では，大

規模な傘伐法は不規則小規模の傘伐法に変更した。この

小規模傘伐法は，最終的に「団と群による再更新」に導

かれるバーデン式画伐法となった。マツ林でば，大規模

な傘伐法による更新にかわって人工更新を伴った側方天

然下種が採用された。トウヒ林では，帯状または模型に

大規模皆伐地が更新され（結果として同齢単純林がもた

らされた）が，暴風や虫害による損害から19世紀末にか

けて異齢混交林に導かれた。ただし，ブナ，カシ林分で

は傘伐方式が大な的に残された。天然更新による針葉樹

林分では，団と群による更新（バヴァリア式画伐）が用

いられ，山岳輸送の困難性から群状更新をもたらし，帯

状画伐ついで特殊な形態として喫型傘伐法がもたらされ

た。このようにドイツでは，林分による多様の施業法を

取り入れ，同齢高木林の確立と保護について努力をはら

っている。ただし，森林面積の1％だけが，まだ単木択

伐法による施薬が残されているようである。

なお，ドイツにおける造林について，一般原則とし

て，次のようなことが認識されて↓､る。

0）大規模な皆伐をしない

（2）恒常的な覆土

（3）集中的な樹根浸透と土地の完全利用による異齢

林樵造の育成

（4）土地保護樹種として陽樹の下木植栽

（5）上層間伐の原則による集約的保育

（6）適切な林分配置と細心な収穫

（7）造林計画と幾営方式決定の基礎として道路網開

発

（8）森林遺伝学の最新知識の利用

（9）森林立地と植生図の不断の改正

また，有利な造林を行なうための必須条件として

（1）燈大限の立地利用

（2）立地，森林衛生，経営目的に関連した樹種の正

しい選択と組合せ

をあげている。しかも，造林計画は，可能なかぎり最大

かつ最高価な木材収穫をもたらすばかりでなく，気象，
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水の条件，農業，風景などについて最高適の効果を維持

するよう計画される。

森林所有者は，その生産力を高め土壌の受容力を維持

するために，その森林を手入れして保統的経営をするこ

とを義務づけられている。すなわち，ドイツの森林の4

分の3以上が，施業計画によるかあるいは専門家の勧告

にしたがって経営されている。この施業計画の重要な因

子の一つである輪伐期について象れぱ，その期間朧，経

営対象である林木蓄積や樹種の造林上の特性によって決

められており，トウヒ80～100年，マツ100～120年，カ

シ140～180年，ブナ120～140年となっており，わが

国に比べてきわめて長伐期生産である。このことは，以

上に述べてきた連邦政府の政策目標からいって，当然，

首肯されるところであろう。

戦中戦後の諸条件は，いうまでもなくドイツにおいて

強度の過伐をもたらした。この広大な皆伐地域肱，前述

のとおり，す承やかに造林されたとはいえ，まだ戦前の

蓄積水準にまでまだ回復していないということである。

したがって，幼齢林や中齢林の比率が高いので，いまの

ところ，年伐量は成長量を下回っているが，近い将来に

おいてその全能定量が成長量に象あったものに回復する

ことが保証されている。

木材の伐採は，森林所有者自身の恒常的な，あるいは

臨時の山林労働者によって収穫されることはいうまでも

ないが，低質樹の伐採とか労働力の不足する場合は，外

国から雇い入れられた伐木夫によって収穫されることも

ある。それぞれの州における伐採樹種の年間総伐採量

は，森林地域におけるその樹種の割合に対応して決めら

れているので，森林所有者の木材市場における販売活動

は，かぎられた範囲内でしか許されていない。

山林労働者は，事業的山林労働者，定期的山林労働者

および自由山林労働者の三つのカテゴリーに組み分けさ

れる。労働者への賃金は，主として特に伐採作業にたず

さわるときは，出来高払いで支払われる。その出来高給

は，時間給で支払いを受けるときの収入より20～25％

多い程度の収入であるという。出来高給の支払いは，あ

るタイプの作業を実施するに必要な時間を示す時間研究

に基づき，細かく賃金を割出した特別な数表によって算

出され，それに樹種別の諸手当が加算される。伐採作業

は，通常2人1組のチームによって行なわれているが，

最近は，徐冷に単独作業が重要度をましているというこ

とである。山林労働者は，その道具を自弁でそろえなけ

ればならないが，これらの道具の購入や維持のための手

当が支払われており，このための道具購入基金も創設さ

れている。

6．木材工業と木材輸入

ドイツの林業は,､毎年,､多量の素材を木材経済のた験

に処分しているが,･その販売量は1963-1966林業年度

に2,380-2,660万rn3であった（針葉樹2/3,広葉瀞

1/3)。しかし，ドイツの林業ば木材工業の素材需要に完

全に応じきれなり､ので,‘木材輸入に犬きくたよってい、

る。

ドイツにおける木材消費量のうち素材輸入量の割合

は，1963-1966.林業年度に26％“0万m8)から28%

（1,030万ma)にのぼっているが,､半製品および完成品．

の輸入材を計算にいれると,，この百分比は40-50％に

増大する。

高度の輸入需要,,特に自由貿易政策,.その結果として

の木材輸出国の市場との密接な相互関係は,.素材．製

材・パルプ材のいずれが輸入されるかを問わず,､国内木

材価格を海外木材価格に大きく依存させている。

木材政策研究所の基本調査（1963年）によるとか補助

材をのぞいた住宅建築用の木材消費量は350万In3であ

り住宅単位当たりの木材消費量は平均6.9m3であった毎

これに150万In3の補助材を加えると,､住宅の総木材消費

量は500万nl3に達する。これは建築業における総木材湾

費量の61％に相当する。建築業は,､製材の75％，リブ’

トポードの90％パーティクルポードの25％プライ〃

ウッドの30％．ファイバーボードの31％を淵費する。

すなわち’製材業は生産され為製材の4分の3を吸収ず

る建築業に大きく依存しており,‘素材需要の増大にほ，

建築需要の増加が背景となっている。

製材業は小・中規模の企業が多く,､年間木材消費量

],000m3以下の生業的企業が,‘操業中の製材工場の半数

以上を占めているということである。ドイツにおいて

も”過去何年間かは製材輸入品との競争のため，製材業

の総売上高は思わしくなかった。このため製材業は，企

業を合理化し素材および廃材を可能なかぎり高度に回収

することを余蝿ﾐくされた。その平均回収量は針葉樹で

約70％広葉樹で約65％であったという。また製材工一

場は，手作業工場から機械化工場への転換と，加工部御

との企業合併のため，構造改善事業を行なった。その繕

果として，ドイツの製材工場数は減少しその生産能力が．

上昇したが，まだ十分なフル生産は行なわれていない。

そのほか,･木材工業の注目すべきものにパルプ工業が‐

ある。バルブと紙における輸入の広範囲の自由化は，ド

イツのパルブエ業に国際的な価格競争を強いられた。多

くの困難な状況にあったにもかかわらず，ドイツのパル

プ工業は,-近年その地位を確保するに成功し，かつ拡大
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も受けていること。しかも，国土の3分の2が山林であ

ることも同じである。

そこで連邦政府は，森林面積の増大に非常な努力を払

っており，特に過密地域における森林や林業の維持と発

展の必要性を認め，そのための政策が強力におしすすめ

られていることを知った。そうして，国内森林資源の培

養は，ドイツにおける外材依存の度合いを弱めつつある

ともいう。日本の林業のかかえている問題と，多くの点

でドイツのそれは近似しており，われわれにとっても学

ぶ点が多いように思われる。浅学をかえり象ず，あえて

紹介におよんだ次第である。

原本となった「ドイツ連邦共和国の林業と木材経済」

は，林業信用基金の委託によって小沢今朝芳が訳出した

ものである。拙文をまとめるにあたり資料の閲覧を許さ

れた林業信用基金理事長田中重五氏ならびに理事玉置康

雄氏に深甚な謝意を表した､,。

m"た麺

ドイツは伝瀧的な氷材輸八国といえるが，素材供給の

輸入への依存幟，ドイツ林業の供給増大と.，一部は工業

鍵材に転換のため，かなり減少したということである。

また木材輸出諸国に鯖いても”､自国の木材工業を次第に

拡張し，切削され加工された木材を輪,出する傾向にあ

る。ドイツ木材工業の素赫，特に製材用丸太の将来の供

給朧，次第にドイツの森林生産に依存してくるものと連

部政府は想定してい愚。
肘

r.あとがき

ドイツの林業晦日本の林業と多くの点一睡類似性がゑ

られる°その一つば，ドイツも旧本地第2‘次大戦の敗戦

画であり.,、国民の勤勉に‘よ．りその姪桔か.ら脱出し高渡経

祷成長をとげた工業国電あ,ることのそ･うjして”伝統的木

赫輸知国として外材の影響を‘日本と同様に，ドイツ林業

1●

巽

器,食器，酒器，家具などの中に，無名の技術者がい

かに生活の知恵をはたらかし，苦労したかをおもい，

すぐれた伝統技術を，新しい文化創造の中にいかに生

かしてゆくべきかを考えることが，われわれの務めで

あろう。

会津若松星進平

ふれ

新しい材擬の開発と生活様式の変化，とめどもなむ、

工業文化の発展する中で，日本の伝統的な木工技術

を，どのよう‘に位置づけてﾙ､く.かは興味あることであ

ろう。

わたくしたちの祖先は旧溌的な生活の中から．その

木の美しさを生かすために，また便利に使朋篭きるよ

うにどLのよう,に苦労したことだろうのたとえば和家具

の面とり､の場合〃すり面,.坊主面,銀杏面’九面〃な

どの技術があって，人それぞれにくふうをこ､らし’技

をきそって，その家具の性質や部分の美しさ”使し､や

すさのために苦労したもの垂あ･った°

この写真は'【ふれ〃といって，台所の流し台である。

今はステンンスの流L台添山の村にもひろまったた

め，家の裏にすてられたように置いてあるｶﾐ，太い丸

太を丸木ぶれのようにくりぬいたものだが，これは清

水をひﾙ､でたえず新しい水が流れるように.なってい

て，この中に使った食器や野菜などをつけておく，水

はかけいからひき入れ一日額流しっ.ぱなしにして，半

日もすればきれいに洗えて，水道水のような値上げの

心配もなく.，電気食器洗機などとてもかなわない便利

さがある。

このような日常的な生活の中に見いだされる木製雑
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税のウィスキーを紙コップに注いで,高らかに乾杯した。

巨大なイリュウシニン機の座席には，わたくしたち一

行3人の催かに，日本人の青年が3人と若い女性が1人
マミアナ

の計7人だけ。昨夜，ビザがおりないため，狸穴のソ連

大使館内にある領事部におしかけて，その理由を問いつ

めたところ，「年末，年始で混雑していたため？」とい

う返事が冷たくはね返ってきただけであった。

しかし，この広い機内にわずか7人の旅客とはどうい

うことなのだろう。

羽田から約2時間半，ハバロフスクは，とっぷりと募

れていた。

空港で通関手続が始まり1人ずつ別室に呼ばれる。側

か物ものしい感じがしないでもない。

その間に残った者たちが自然に語り出した。2人の蒋

者コンビは，中央アジアのタシケント，サマルカツドに”

もう1人はイルクーツクから，ブラーツ〃に飛んで世界

でも有名な大発電所を見学すると、､う･

ちょっとエキゾチックな感じの小柄な女･性は，「アフ

ガニスタンへ」とケラケラッと笑った。日本人の旅行者

は地球のいたるところにいるなどといわれているが蕨こ

の小柄な女性がアフガニスタンへ一人旅とはネー。と磁

心舌を巻く思いだった。

これもなにかの縁と，薄暗い待合室の中で記念撮影を

し，「おくってあげるから住所を」とノートを差し出す

と，ちょっと頭をかしげていたが「これで届くと思うん

ですが・。実はアフガニスタンの人と，この夏”東京

で結婚したのです。彼が先に帰ったので･･･｡」

〃キ三エ，オスマン，アティフ"'と芙語で書かれた彼

女の名前を見て二度ビックリ？

彼氏ほ林業の研究生として来日し，沼田技術開発セン

ターに1カ月いたことなどがわか･った。「それならわた

くしも知っている。わたくしの撮ってあげた写真を彼が

持っているはず･…｡｣‘と不思議な縁に話がはずんだ。

．「言葉は？」と聞くと「彼もわたくしも英語で」とい

う。「言葉や風俗習慣でしばら‘くは苦労する,ネ？」

「エエ，そうですね｣'といいながらも彼女侭ケヲケラ

となんのくったくもなげに笑うのだった。

帰国後，彼氏の記録を調べると，次のようになってい

た。

ミスター，アティフ，エム，オスマン

アフガニスタン農業かんがい省，林野局研究部

47年度のコロンボ研修生として，昭和47年価月土日～

11月15日まで滞在。

研修生の世話をした関係者の話によると，彼瞬アティ

フ氏は，あらゆる経裁を節約して，日曜ごとに沼田か
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八木下弘

(林野庁・林政課）
9

一

イルクーツク市憾，バイカル湖から流れ出るアソガラ

川のほとりにある，古いたたずまいの都市である。その

一角にクイピシェブという瞳機械工場があって，戦後3

年間ここでわたくしば抑留生活を送った。もう27年も

の昔のことである。

帰国してからわたくしたち捕虜仲間で〃アンガラ会〃

なるものを作り，毎年，更に大会を開いたり，会報を発

行したりして，生きて帰った喜びをかみしめ合ってい

る。そして，不幸にして病や作業事故で，かの地でなく

なった人たちの霊をなぐさめるため，今夏，墓参団をつ

のることにした。

いわばその先遣隊の役目をかね，イルクーツク市長と

クイピシェフエ場長に，アンカラ会員訪ソのメッセージ

をたずさえ，捕虜仲間3人で，旧ろう29日羽田を飛び

立った。

寒暖計の水銀柱が時には雰下50度から60度に降る

ことのあるイルクーツクの冬は，3回も経験ずゑだ。そ

れだけの準備さえあればさして苦猟ではない。いや，そ

れよりも，ペチカのように素朴で心の暖かいロシア人に

触れることがいかに楽しいことか。一度，ソビエトを訪

れたことのある人には忘れられない魅力である。

まして，日夜〃ダモイ〃（帰国）の夢を見ながら，3年

間も過ごした遠い想い出の地を訪ねるとあっては，昔の

苦しかったことは忘却のかなたに去って，ただ，ただ

「心の旅路」に出かけるような，はずんだものがわたく

しの心の中にあった。

＝

ぜ

ンにお嫁入り

分の便が大幅に遅れて，羽田を飛び立つ

時過ぎであった。ビザが出発当日の午前

アフガニスタ

午前10時10

たのは午後の3

10時になってようやくおりるなどのトラブルがあったの

で，まずは「万才／」と，空港の売店から買い込んだ免
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ら，東京の彼女のもとに通いつめたという。

ハバロフスクの空港で

ハハロフスクに1泊。30日の午後1時ごろ出発するは

ずの飛行機がいっこうに飛び立つ気配がない。

その間，空港のスタンドパーで，人のいいマダムを相

手に，ウォッカや持込裟のウィスキーを飲んだり，近く

のホテルにひとまず休憩したり，付近をぶらぶらしてい

るうちに，ロシア人の待合室にはいってびっくりした。

満員も満員，超満員だ。いすはもちろんのこと，床上

にもすわりこんでいる。日本のお盆やお正月の帰省列車

風景を思い出す。すわり込んでいる若い男に話しかける

と，「おれは3日目だ」とゆうゆうとしている。日本人

のスケールでは，空港の待合室で3日も待つなどは思い

もよらぬことである。だが彼らは違う。なんといっても

国土が広い。一例をあげれば，このハバ宮フスクからイ

ルクーツクまでは，飛行機では3時間半で着くが，汽車

の旅だと70時間たっぷりかかる。それにソビエトの国

内航空賃は汽車の旅より安いといわれている（ハバロス

クーイルクーツク1万5千円)。だから遠距離旅行の場

合はこの国では飛行機は国民の絶対的な足なのである。

2日や3日待ったところで，彼らはピクリともしない。

5時半。ハバロフスクの広野に赤い太陽が沈んだ。軍

隊当時過ごした満州の光景とよく似ている。いや風景ば

かりでない，風が強く，防寒具のわずかの隙間から，冷

たい風が吹き込んで，思わずぶるつとふるえあがるよう

な寒さなどまったく同じだ。

とつ募り暮れたころ，空港の若い女性がホテルに迎え

に来た。だがいっこうに飛び立つ気配がない。「郷に入

ったら郷に従え」ままよ.／と，また気のよいマダムのス

タンドバーにすわることになった。勤務を終えたらしい

アニロフロート（ソ連航空）の職員たちが入れ替り立ち

替りスタンドに腰をおろして，コニャックをぐいぐいと

あおるようにして飲む。

ウオツカ,1009約430円。＝ニャックはその倍の約

900円だから，相当の収入の連中なのだろう。こちらの

持込承の特級のウィスキーと，日本酒をすすめると，ウ

ィスキーは頭にくるからだめだと，即座にことわった

が，日本酒は興味深く口にふくんでいた。

結局，飛行磯が実際に飛び立ったのは31日の午前1

時ごろだ。なにしろ，お昼から12時間，ウオツカ，コニ

ャック，ウィスキー，日本酒と飲象通しだからたまった

ものではない。2人の友人に両わきから支えられて飛行

機のタラップを登り，座席のベルトを占めるや，グーッ。

だが今でも覚えているのは,術助席の出た超満員の機

内の異様な状

ﾛ』

態であった。

デジュウルナヤのオバさん

友だちに起こされた。もう着いたのだという，3時間

半ひとねむりだったわけだ。

タラップを一歩，一歩降りる。目的地へ瀞いたのだ，

深く呼吸して承た･パリッバリッと鼻毛が凍りついた。
零下30度近い寒さなのであろう。

インツーリスト（国営旅行社）の〃ナージャ〃という

若くて美しい職員に迎えられ，ホテル・アンガラに着い
たのは午前4時ごろだった。

ホテルの各階にはエレベーターの近くにデスクがあ
り，そこに，デジユウルナヤ（当直者）と呼ばれる40才

く･らいのオバさんがすわっていて，そこで618号室の鍵
をもらった。このデジユウルナヤは鍵の保管のほかに，

手紙や伝言，クリーニング，食蛎のルーム・サービス仲
介，朝の呼起こしなどをやってくれるのだそうだ。ホル
スタインのようなロシア人特有の部厚なバストの持主だ
が，笑うとなんともいえない親近感がただようのだっ
た。

部屋は，バスルームのほかに二部屋続きの嬢華版だ。
さっそく，バスにひたり，例のウィスキーをひっかけて
ぐっすり眠った。といっても短い滞在だから日程がつま

っている。8時には起きてレストランへ行く準伽をして

いると「トン，トン」とノックの音，友人だろうと思い，
それでもソビエト式に「ヤーノ」と返事をすると，ニコ

ニコしながらはいって来たのはデジニウルナヤのオバさ
んだった。

手には絵葉書があった。わたく.しにプレゼントすると

いう。ははあ，これば渡る前にわたくしがあげたチュウ

インガムのお返しだなと思った。オバさんはなおも，

「スパシイポ，スパシイポ」（ありがとう）をくり返し
ていたが，やおらわたくしの肩を引き寄せるや，母親が
子供にでもするように，それは優しく優しく頬ずりを始

めたではないか｡あまりにも突発的なできごとであった。

わたくしは年甲斐もなく，ただ，ただ，巨大なバスト

の中であわてふためくばかりであった。

食事を終えて6階に帰ると，デスクには別のオバさん

がすわっていた。彼女らは24時間，ぶつ通し働いて，

2日間の休承淀なるという。残念ながら，滞在中，二度
と彼女と会うことができなかった。

×××

広い広いシベリアのこと，やはり，この話もほんの入

口で終わってしまった。いつの日か，またわたくしの体
験を記してゑたい。
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と酸素供給に好適な鹿沼土をしばしば用いる)が必要で，

葉をつけたさし穂では光合成を行なうのに光が必要とさ

れるが，茎の承を用いるさし木ポプラの発根には光はむ

しろ有害であることが知られている。また，赤色光（約

680mll)は発根に対し抑制的で，赤外部（約730m")

は抑制作用が少ない。これは次回で述べる種子の発芽と

光との関係と対比すると全く対称的である4)。

さし木の難易は,およそ樹種によって決定されている。

容易なもの：スギ，ヒノキ，サワラ，ヒバ，ネズコ，

メタセコイヤ，ポプラ，ヤナギ，ツバキ，ニセアカシア

困難なもの：マツ，カラマツ，モミ，ツガ，ナラ，カ

バ，ブナ，クルミ

比較的さし木困難な二葉松では，短枝を用いたハタバ

ザシ(leafbundlecuttmg)によれば発根が容易である。

この場合，さし木発根についての一般的現象として若い

枝から材料をとること愚>，また頂芽を除いて側芽形成を

啓発したものを用いると有利である6)。

比較的発根困難なさし木には，合成成長ホルモン，イ

ンドール酢酸・インドール酪酸・ナフタリン酢酸溶液に

さし穂を浸したり，また，ペーストに混ぜて塗ったりし

て用いられるが，合成成長ホルモンの発根促進最適濃度

は樹種によって異なるので，大量実施に移る前に有効濃

度を試しておく必要がある7)。

ppmすなわちmg/ﾉに相当する単位を％すなわち約

10g/ノとまちがえて与えれば，どんな効力のある試薬で

もたいていの植物を枯らしてしまう。

アカマツ，ヤマモモ，クリなどは，さし木困難樹種と

され，また，さし木容易といわれるスギでも老齢枝の場

合はしばしば発根しにくい。

ヤマモモでは0.05％硝酸銀溶液に12～24時間浸漬

後，ナフタリン酢酸(NAA)0.01%に12～24時間つ

けた後さすと発根がうながされ，また，クリでは0.1％

硝酸銀24時間,NAA0.01%12時間，メギの老齢枝で

は過マンガン酸カリ0.1％または石灰水5％,あるいは，

硝酸銀0.05％に12～24時間浸すと発根をうながす8)。

スペインではヤナギ(Sα雄(z"oci""℃ののさし木を

年間を通じて毎月16～20｡Cのガラス室内で実施する

と，100本あたりの発根重鎧の合計は3～4月および8

月に極大，12～1月および6月に極少を示す。IAAとお

ぽしき成長物質の盛衰は年間発根リズムと並行する9）。

また，このヤナギのさし穂にはフェノール性物質とし

てパラオキシ安息香酸が存在し，これはアベナ子葉鞘の

伸長に対し,少量で促進,量が増すと抑制作用を示す'0)。

スペインでクリ(Qzsm〃”sα"vののさし木の必要が

あるが，前にも述べたように，さし木は困難で，水洗に

林木の生理12カ月

ー_----------一一・一一国口.-』
ー~~－ー－－ー一ー一一一

はたのけんいち

畑野健一

(東京大学演習林）

(3）

前回に引き続いて「生殖」の話を進める。

b無性繁殖(vegetativepropagation)

ツツジ，ツバキ，バラ，ブドウなど園芸種を朧じめと

して，ヤナギ，ポプラ，スギなど，しばしば，さし木に

よって繁殖し，またある種のツツジ・ブドウなどさし木

困難なものでは，とり木(layering)が実行される。枝
を土中にもち込むことがむずかしいときは枝に傷をつけ

たり，土や湿気のある苔をまいて空中とり木(aiI=Iaye-

ring)を行なう。さし木には枝ざし，根ざし，葉ざしな

ど母材器官によって名称がつけられている。
1．さし木(cutting)

スギのアオザシ，アカザシといっているものは，1年

生の緑色枝を用いるか，2年以上の枝のついたものを用

いるかによる差でともに枝ざしに属する。

さし木すると，切口付近にカルス〔癒傷組緬(callus)

ができ，カルスあるいはこの付近で根が形成される』,2>・
古くから発根促進にはリゾカリン(rhizocaline)とい

う物質が関与しているといわれていた。ヤナギ(Sα腕

α"iα）の当年生枝10cm長のさし穂(基部の象葉と芽を

除く）を,基部を下にして容器の底部に水を入れ遠心分離
器で1時間半（毎分4,000）回り扇すると発根が促進され

るが（逆方向にして回転すれば発根がおさえられる)，

回娠後基部2～4cmを切りとってしまうと発根促進は見
られない。切断基部から水に拡散される物質は豆のさし

木発根をうながすばかりでなく，微弱な発根促進作用の

あるインドール酢酸(IAA)を一緒に与えると共働的に
促進作用を高める。ここで作用している物質が，いわゆ
るリゾカリンと呼ばれるもので遠心分離によって基部末

端に蓄積されると想像される3)。

根には通常，新しい茎となる芽がないが，芽や茎の形
成能力のある，キリ，サクラ，ウメなどでは,根ざしが行
なわれることがある。また葉だけさして，アオキ，キヅ

タ，ツバキなどは発根はするが成長する芽がなく，母体

に近いものはできない。園芸植物では葉に母体の茎の一

部をつける葉ざしによって繁殖させていることが多い。

さし木には20｡C前後の湿り気のある土壌（湿度保持

1

一
一
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よって発根を促進している。さし穂の成長物質として

IAAは見いだされず，低濃度のパラオキシ安息香酸，お

よび，ヴァニリン酸などのフェノール酸が促進物質とし

て働き，また抑制物質は芳香族環をもたない鎖状の炭素

結合をもつ酸であるとされている皿)。

2．つぎ木(grafting)

つぎ木はギリシャ・ローマ時代より行なわれ，東洋人

によって受けつがれた。西独ミュンヘン市郊外グラフラ

ートに,わが国の造林学の開祖H.MAYRの旧邸があり，

これに隣接して，ミュンヘン大学の圃場がある。MAYR

がわが国より学んで帰って実施したというつぎ木のサン

プルが残っている。その技術ではわが国は世界に誇るべ

きものを持っているのではなかろうか。

つぎ木を大別すると

1）よせつぎ(inarchting)2)つぎ穂によるつぎ木

(grafting)3)あわせつぎ(copulation)4)芽つぎ

(budding)の4種類となる'2)。

1）2本の近づけた枝の接触部分をはいで合わせ，し

ばりつけた後，つぎ木蝋を塗って固定する。1本の果樹

をまわりの若木についで，果実の実りを促進したり，病

害にかかった木の果実枝だけを他木に移したりするのに

用いる。2）芽をもった枝の部分つぎ穂.(scion)を母体

から切り離して台木(stock)につぐ。③裂け目につ

ぐ法切りつぎ(veneer=9.),わりつぎ(cleftg.),

はめつぎ(inlaying),くらつぎ(saddleg.)など，⑤皮

部につぐ法はぎつぎ(barkg.)など,@幹や枝の

はらにつぐ法はらつぎ(Side-9.)など。3)さし穂

と台木の太さが同じとき用いる。4）台木の皮部をT字

型にむき，芽の付近の木部をつけたつぎ穂をはめ込む。

つぎ穂の取扱い，つぎ木蝋などつぎ木技術は林木育種

のための採種園造成にあたってとくに重視される'3)。

また，つぎ木にはその樹種に適した方法が選ばれてい

る。さらに，つぎ穂と台木との水分状態が問題になる。

＄

R:つぎ穂LL:台木PB:柔細胞橋

図－2はらつぎによるつぎ穂と台木の癒合過程
(H.JBRowNによる）

台木からつぎ穂への水の供給は二つの経過相に分けら

れ，第一ほつぎ穂を切った時点から台木との間の癒合組

織のなかに柔細胞橋(parenchymbridge)ができるまで

で，この間，水は内部から周辺へ移動し，また，つぎ穂

の下部から上部へ移動する。したがって,つぎ穂の木部，

とくに下部がかわくのに堪えられないつぎ木方法はさ

け，またつぎ穂に水分が充実した時期がよいことにな

る。第二は柔細胞橋が形成され，ここを通じて台木から

つぎ穂へ水がつぎ穂の吸水力によって流れ込承，やがて

木部橋(woodbridge)ができるに至り，柔細胞橋にお

ける水移動の役割がそこへ渡される14)o

つぎ木は種を生理実験に有効な手段を提供している

が，技術が優先するだけにうまく活用されていないよう

である。
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納得のいかないところもあるが，それはそれで，まあ，

新しい時代の新しい言葉として認めていかなければ癖ら

な､､かもしれない。けれども，「何しろ口コミの宣伝力

は相当なもので，たえず，新しい言葉をつくっていきま

せんとね」とでもいうように，ただ単に，特定の商品の

宣伝効果だけのために，文法を無視したり，昔からの慣

用をわざとこわして，次から次と新しい言葉をつくって

いくというのは，少な，度を越えた日本語の軽視ではあ

るまいか。

林。語 録（15)伽"'"‘‘'側仰‘伽""‘I‘側I''､"’叩‘叩"I'‘‘伽‘"'‘伽‘'川仰11‘‘'"‘''1‘“

近ごろの日本語

lIO80U111In11I111U81IO8000MIBOU1tOM1 10Ⅱ叩0000ⅡⅢ仙川m081IIOOO1UOOIOO80IlI81M(01101601801Ⅱ0”0001$108WIDI

おおしまたくじ

大島卓司

（聚黎錐）

●

「ライスカレーがソク食べたいナ」というコマーシャ

ルも，そうとう長く続いて、､る。

この「ソク」も，そういった例のひとつで，多分，

「速」か，あるいは「即」から来たものと思われるが，

こんな日本語はない。少なくとも，媛近まではなかっ

た。「秒速クリーナー」の「秒速」も，考えてみればお

かしな形容詞である。

ことさらに異を立てて，その誤用，または強用のため

に，流行語たることをねらいそれによって宣伝の効果

をあげようとしているのではないか，としか考えられな

いのである。これらは，自ら意識して，日本語の「乱れ」

を作り出そうとしている，といえないであろうか。

4

最近，テレビに出てくるコマーシャルに，「たばこ，

する」というのがある。

昔から，「たぱこにする」という言葉はあった。「たぽ

こ」が，外来語であるの催だれもが知っていよう。した

がって，これを伝統的な日本語とはいえなL,かもしれな

いが，「一服する」という言葉もあるので，一応，正し

い日本語といってよいであろう。しかし，「たばこ，す

る」といういい方はなかったように思う。初めて聞いた

とき，わたくしは，「たI箕こにする」の誤りではないか，

と思った。しかし，何度聞いても，はっきり，「たばこ，

する』である，「たばこ，する」－これが，はたして，

正しい日本語，といえるのであろうか。

言葉は，時代とともに変遷する。

戦後，「当用漢字」が制定されたり，かなづか↓､が簡

略になったりした。なかにば，何度も改正されて，どれ

が本当なのかわからなくなっているようなのもある。わ

たくしのような明治の人間は，なかなか，ついていけな

くなっているのであるが，これらの改正には,－．応，「実

用化」という大義名文が存在していた。いろいろとつけ

たい文句もないではないが，玄あ，大部分は追随してい

くほかないものとあきらめている。

しかし，「たばこ，する」は，どの改正によったもの

でもないであろう。そして，どう考えても正しい日本語

とはいえないのではなかろうか。

もちろん，話し言葉のすべてが文法にかなったもので

ある必要ばないであろう。しかし，不愉快なのは，この

言葉づかいが，決して正しい使い方ではないことを，重

盈承知のうえで，それを逆用することから，新しい流行

語にしたい，というような意図で，その宣伝効果をねら

っているらしく思えることである。

現代はCommlmicationの時代だという。

普通，これを「情報化時代」というふうにいい慣らわ

して，マスコミや，口コミ，などとつづめて，新しい流

行語をつくっているようである。この日本語自体，少煮

一
一

このごろ,気になる流行語の，もうひとつの例に，「ナ

ウな」といういい方がある。たとえば，「ナウなフィー

リングに満ちた，ファッション．＝一ナー」などという。

日本語の一部に，外来語が混用される例はさほど珍し

いことではない。前にあげた「たばこ」も，「ばけつ」

や「カステラ」のように，古くから使われてきて，今で

は，完全に日本語化した外来語である。同じ意味で，フ

ィーリングや，ファッションも，「エコノミック・アニ

マル」や，「ビジネス・マン」のように，外来語が，次

第に日本語として固定化しつつあるのは，現在のわが国

文化のありようとして，ある程度，やむをえないところ

であるかもしれない。

しかし，「ナウな」は，少々どうかと思われる。

おそらくpnOWからきたものだろうと思われるが，

「ナウな」は決してnowではな↓､。名詞や副詞のnow

に，「な」をくっつけて形容詞に使っているのもおかし

いが，その意味も，英語のnowとは相当違ったニュア

ンスを持っているように思われるからである。たとえ

ば，その昔，流行した「モダン」という愈味もあるよう

だし,｢uptodate」というような意味もあるようにも

思われる。必ずしも「ブｰｳ」はnowではないのである。

こうなると，もはや単なる英語からの「外来語」ともい

＝

、
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いるのではないか，と思われるような点があげられる。

コマーシャルというものは，元来，特定の商品の宣伝

が目的であろう。したがって，何とかして視聴者に，そ

の商品の名前を覚えさせ，そのイメージを植えつけよう

とするのは当然であるのかもしれない。しかし，それだ

からといって，わざわざ，日本語の乱れを累加させるよ

うな新造語や，アイノコ語を使わせる権利はないはずで

ある。宣伝である以上，ある程度のリフレーンはやむを

えないかもしれない。しかし，その珍奇なるのゆえをも

って，流行語たらしめようとする意図の露骨なものや”

誤った用法のゆえをもって，その記憶にとどめさせよう

とするのは，大自然を破壊して観光開発をやるようなも‘

のではないか。

観光地に行って承ると，至るところ鰯いろいろな広告

がその美しい景色をふさぐように林立しているのを見

る。その観光道路自身が，景観を破壊しているばかりで

なく，ドライブインや，モーテルといった施設が，せっ

かくの風景を台なしにしている場合が多いのはご承知の

とおりである。それは宅地造成に名を借りた自然破壊と

同じく，全くのコマーシャリズムの害毒としか，いいよ

うがない。

自然保謹の要請が高まってくるのも当然であろう。

わたくしは，日本語は，日本の風土と同じく，後世に

残さるべき価値のある純粋さと，美しさを持っていると

信じている。その純粋さや美しさをわざわざ破壊するよ

うな言葉の乱れは，何とかして避けるべきだと考える。

えないような新造語であって，「口コミ」などとはまた

違った日本語の乱れを感じさせるのである。

同じ近ごろの流行語にしても，「‘洸惚の人」とL,うよ

うな，美しい言葉もないわけではない。

川端康成の文章にあるような，日本語の美しさという

ものを残した流行語もあっていいのではあるまいか。

何も，源氏物語や，枕草子の昔に帰れ，というのでは

ない。文法を無視したり，わけのわからぬアイノコ語を

創造してまで，乱れた日本語の使い方をする必要はなし、

のではないか，というのである。その元兇が，どうやら

テレビのコマーシャルあたりにある，というのはいいす

ぎであろうか。

生活力の旺盛な時代には，とかく言葉が乱れるものだ

という。今の日本の言葉の乱れには，いわゆる高度経済

成長のひずゑのひとつが現われていると見られないこと

もない。悪貨は良貨を駆逐するという。、､ったん「流行

語」になってしまうと，この言葉の乱れは，それがその

時代の日本語の主流を形づくってしまうのである。そし

て正しい日本語，美しい日本の言葉は，押し流されてし

菫う傾向があるのではないか。

2

毎壁

その昔，芭蕉は「俳譜の益は俗語を正すなり」といっ

たという。芭蕉の生きていた「元禄」という時代は，い

わゆる江戸時代の繍熟期であった。庶民の生活力も旺盛

であったが，それだけに，言葉の乱れもはなはだしかっ

たのであろう。たった17字のなかに，芸術を創造しよ

うというのである。1字1句もゆるがせにできないもの

があったであろう。そして，それを正しく惑得してもら

うためには，正しい日本語への理解がなければならな

い。芭蕉が「俗語を正す」ことを念願としたのもわかる

ような気がする。それは，俳句によって，「俗語を正そ

う」としたのではなく，正しい言葉を伝えることによっ

て，はじめて日本語の伝統が守られ，日本語の美しさが

生かされる，と考えたからではないであろうか。それが

俳諸の「芸術性」を生かし，しかも，言葉の美しさを伝

えうる唯一の道だと考えたからではなかったろうか。

自然保護が大切なように，日本語というものも，もつ，

と大切にされ，保存さるべきものではないであろうか。
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:No.371(2月号）の「林木の生理12カ月」に重
言誤植がありましたので下記のとおり訂正いたし言
冒ますとともに,深くお詫び申し上げます。言
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わたくしは，近ごろのコマーシャリズムの氾濫を，い

ちがいに非難するつもりはない。また，「一億総白痴化」

の元凶として，必ずしも，テレビ番組を責めるつもりも

ない。しかし，ある種のテレビ番組や，テレビ・コマー

シャルのなかには，どう考えても納得の行きかねるもの

があるのは事実である。その理由の一つに，前記のよう

な，用語についての無神経さ，日本語の乱れを助長して
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エカフェの木材と

その製品に関する

政府間協議について

OU1

岨
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わたくしは科学技術庁の命をうけ当誌1月号に予報さ

れた上記の会議に代表として出席した。

開発途上国がどのような考えを述べ，木材および木製

品の共同体構想について，どんな話合いになるか内心案

じつつ，正月3日バンコックへ向かった。

翌4日より8日までのこの会議への出席国はインドネ

シア，マレーシアうタイ謬フィリッピン，ラオス，ビル

マ，南ベトナム，英領ソ戸モン，オーストラリア，韓国

ならびに日本でシオブザーバーとしてFAO,UNIDO,

UNDP等の国連機関代表も出席した。

会議の結果は，丸太の形での外材が当分国内需要の

50～60％を占めつづ欣関連企業の体質もなお脆弱であ

るわが国には，予想どおり，まことに重大な関係をかも

し出し，今後このような客観情勢を十二分にふまえて，

官民ともども前向きのあり方こそ必要だと考えざるをえ

ないものであった。その内容について述べる前に，エカ

フニの最近の動きにふれなければなるまい。

1947年に創設されたニカフェ加盟国は当時ﾕ0カ国

で，それも過半数が非アジア諸国であったが，現在は加

盟国30カ国，そのうち，25カ国が域内にあるまでにな

った。北は日本およびモンゴルから南太平洋諸島および

オーストラリア，ニュージランドまでも広がったエカフ

エ地域は地球陸地面積の約1/5，22億haに及ぶその中

には世界人口の半ば近い19億余の人口をかかえるたいへ

ん重要な地域となっているのである。ところで，エカフ

ェの現在の活動にはふたつの主要な傾向が承られる。第

一は早急に具体的な成果をあげるために，焦点を行動志

,向的プログラムにしぼっていることであり，第二は経済

成長の加速化と生活水準の向上のために，地域的戦略と

地域的協力の採用をますます重視していることである。

すなわち初期の確実な情報の収集とか調査研究といった

プ戸ジェクトから，物的資源（メコン河),社会資本（ア

ジア・ハイウェイ，アジア電気通信，アジア横断鉄道)，

商品共同体（ココナット共同体，こしょう共同体)，開

発研究所（経済開発および計画，統計，開発行政，人口

動態などの分野を対象とした）などに関する協力を経

て，さらに複雑な分野，たとえば貿易自由化や地域決済

取決め，各国および全世界的，地域的金融機関の共同行

動による大規模な工業開発，海運，港湾開発へと進んで

きたのである｡そして，アジアが1970年代にはいるに

つれて，エカフェのすべてのプロジェクトは万人の生活

向上という究極的な目標の達成にあらゆる助力を与えよ

うとしているのである。その目標は次の言葉でさらに明

瞭に要約されている。「将来の開発計画の中心的な目的

は，経済進歩とならんで，社会正義の推進であり，大衆

の生活水準を大幅に改善して人間としての尊厳にふさわ

しいものにすることでなければならない」

わたくしは今回の会議に出席し，この目標の達成を強

く望む，特に発展途上国の代表の真剣な，いなむしろ深

刻なまでの雰囲気を肌で知り，世界における日本の立場

を，それらを通じて強く知らされ，それゆえに今後日本

の丸太輸入は，エカフェ域内外からいろいろの問題を提

起されるのではないかと感じたのである。会議の内容に

はいろう。

A.エカフェ地域における木材経済の諸問題と見通し

について

i)熱帯広葉樹の需要

会議は，木材余剰諸国がそれぞれ異なった市場に木材

を供給していることから，木材需要のパターンは木材不

足国の需要のパターンに支配され，きわめて複雑なもの

となっていることを認め，木材供給国は自国内消残に加

えて，主として丸太の形で加工国に輸出していることを

確認した。そして，主要先進国は急速に今後とも需要を

拡大するであろうと判断し，主要消我国の将来の広葉樹

の需要予測値は，刻々新しいものに訂正され，それらの

値が発展途上国にも提供され，途上国が自国の需要急増

とも関係して適正な輸出プロジェクトを持ちうることが

望まれた。また会議は建築や家具用に欧州同様，地域で

もアルミニウム，鉄，プラスチックその他の形での代替

品利用がふえ今後の諸計画，ならびに林業政策に影響を

与えるであろうと注意を喚起した。

ii)熱帯産広葉樹丸太の供給

現在の需要動向，技術的条件，販売関係を考えると，

世界中の広葉樹林で東南アジアの二葉柿属の森林が渡も

価値がある。したがって生産，消蟹両諸国ともどもの利

－26－
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益のため，長期的視点で保続収穫に，また森林の管理に

協力の必要がある。消費国の需要の増大に対応するの象

で，価値ある樹種の乱伐過伐をつづけ，跡地更新の実行

が確保されないと，価値ある樹種はやがて消滅し，森林

の再生産可能性は失われてしまう。

また林業用地と農業用地との競合も起こりつつあり，

木材生産国の最も適切な土地利用区分(農用地,保安林，

利用林区分など）が地域内各国によって試みられるべき

である。

さらに生産国は，木材生産において丸太の加工によっ

て付加価値を少しでも多くし，加工による十二分の利益

を長期の造林投資にふりむけうることが可能になるよ

う，消費国の協力，たとえば，木材生産国の加工プラン

ト設立への協力などの必要性を認めた。会議は現存する

木材資源のいっそうの有効利用と未開発樹種の利用促進

の必要性を確認し，この点で南アジア諸国の二葉柿属の

森林よりいっそう複雑な英領ソロモン，パプア・ニュー

ギニアなどにおける雑多な広葉樹利用についてのパイオ

ニア的試承を称賛した。チップポードおよびハードポー

ドエ業の発展は，紙工業のための雑多な広葉樹チップ生

産とともに比較的知られていない樹種の利用に寄与する

ので大切であること，また未利用樹種の中には，現在知

られていないすぐれた性質をもった樹種のあることを確

認した。

iii)熱帯広葉樹の合板，単板，製材品の供給

会議はこの問題について検討したが，これらの供給に

影響を与える重要因子としては，供給の規模と市場競争

の性質が問題とされた。これと関連して，一般に合板の

生産能力が木材不足国で大であったが，今後は丸太生産

国での丸太加工企業がより大きな規模で発展すべきであ

り，これは企業が効率的に運営されると，木材製品の加

工は丸太生産の価値の数倍の価値を生象出し，丸太資源

利用を最高のものとするであろう。そのうえ一般的には

輸出での利益は，製品が丸太に比してきわめて大きく，

さらに価格変動も製品の方が少なく安定していることを

確認した。

会議は加工品に対して強く差別を与えている先進国の

輸入政策が，発展途上国の上記のごとき意味での発展の

阻害要因であると認めたが，先進国から，関税調整が自

国の社会経済課題として検討される面をもつとの意見も

出された。さらに船賃が価格に占める割合添大きいので

生産国に対して，荷役，船輸送などについて諸払利や便

宜が供与される必要があることが確認された。

B.木材経済における地域計画調整と協力

一国の資源は，地域の，そして国際的森林資源の一部

であり，一国の林業計画は世界の森林の状態に影響す

る。このようになっているので木材経済が当面する問題

の多くは，地域協力と計画調整によって解決することが

可能であり大切だと会議は確認した。

会議はエカフェが地域発展調整計画の対象の特別の、

"商品〃の一つとして〃木材ならびに木製品〃を取り上げ

た努力を評価した。オブザーバーとして出席したFAO

の代表は,木材経済が当面する広範囲の問題に言及し,か

つ諸国が自らの政府によって取り組まれるべき課題があ，

る一方，地域の協力によって解決される方がよりよいも

のもあると述べ，直面する問題を地域内の国兵に対する

共通性などの点で分類し，より協力の容易のもの，一部

相反する問題等も出ることを指摘したのち，その対応は

いかなる形であれ地域協力が依然として必要であると説

=,FAOの協力を約束するとともに,UNCTADおよび

GATT合同本部とともにUNDPから準備のための助

力をうけつつ熱帯木材局を設立するための，合同の準備

をつづけていることを報告した。さらに実りある地域協

力ができ上がるためには，林産物生産の将来予測や，地

域の森林資源の評価によって，需給問題の解決を実現す

ることが必要であり,FAO",エカフェと共同して行な

うことになっている第2回アジア極東地域の木材需給調

査に大きな関心を示した。UNIDOの代表も協力を約

し，地域の共同体はいかなるものとなるにしろ，専門技

術者訓練，工芸学の改善，質管理，加工技術の紹介，加

工度向上のごとき生産過程に寄与する内容を対象として

取り上げるべきとの考え方を表明し，二次加工の分野で

のUNIDOの活動，さらにフィンランドでのUNmO

の活動計画，すなわち今年暮に行なわれる家具建具工学

に関するゼミナー，1974年に予定される木材作業設備の

修理ならびに維持のプラント訓練コースについての情報

提供を行なった。

会議は，最後に地域協力について今後の活動とも関係

して，次の事項について合意した。

1）過剰能力，過剰生産をさけるたあには，地域調整

と輸出計画が必要だが，そのためにはFAOとエカフェ

はできるだけ早くアジア極東での木材需給見通しの第2・

回研究を完成すべきであること。

2）地域内でのあまり知られていない樹種の性質と用

途について協同研究を行なうこと。

3）諸国は次のような木材加工の改善の努力を協力し

て行なうこと。

i)専門技術者訓練,ii)工芸学の改善,iii)二次加工

過程の紹介，加工度の向上,v)質の管理,vi)販売活動
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の促進と簡素化のための技術用語集の標準化

4）協力して市場情報の交換が必要で，次の諸点の研

究の必要性があること。

i)木材価格安定のための価格形成過程ii)木材なら
びに木製品の関税iii)船積，引渡，協定を含む販売契

約等。

さらにマレーシア，インドネシア，フィリッピン，タ

イの代表幟地域協力の骨組は最初広葉樹丸太生産国のみ

で構成されるべきであり，共同体の職成ならびに発展計

画など基礎的でかつ共通な問題をこの四カ国で検討のう

え，四カ国政府間協議が早急に行潅われるべきとし，藍

た技術的に進歩している国麦の代表たち朧，蓄積調査や

他の林業プロジェクトについての技術的援助，さらに木

材生産国における木材加工設備の設立に適する合併企業

への助成など，喜んで行なう意志のあるこ.とを表明し

た。そして会議の代表等は上記の丸太生産国政府間協議

がまとまり次第，エカフェ地域での次の政府間協議が当

然行なわれるべきだとした。
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林業関係文献の複写サービスについて竜
一

一

一

一

一

叉 ＝
＝＝

万

鳥最近，林業関係文献の複写利用についての要
島望が，公立林試を中心に会員のあいだで強まつ

房ています。

冒当協会では，林業試験研究推進を援助する趣
三

曾旨から，国立林試と連携をとりながら，この要
呈望に応じていくことを検討し，国立林試の理解

皇と指導のもとに,目黒本場に所蔵されている資
長料を公開していただくことになり，昨年5月か

司ら'まず最初に，鐙もに公立林試を対象に文献

雪複写サービスを実施してきました。

写実施開始後，約1年半を経過し，業務の処理

皇もようやく軌道にのりはじめましたので，ここ

皇に｢利用要領｣を広告し，このサービスが広く
菅

息活用されるようおすすめします。
亙

砥 利用要領
星

譽1．複写の範囲

今国立林業試験場本場に所蔵されている資料
亜

三2．申込承先
困

畠国立林業試験場調査部資料室
東京都目黒区下目黒5-37-21及

琿 電話03-711-5171内線246

誓3．申込み
＝

弩上記調査部資料室に準備している用紙（ま
肩

臺たはそれと同じ様式のもの）を用い，所定の
風

景事項を記入してください。
長なお，この用紙のサンプルは，国立林試の

亙

各支場調査室ならびに各公立林試にも届いて胃
＝

います。
皇

＝

4 ．複写部数9
F

1部とします。＝
■

5．所蔵雑誌の問合わせ 〃

このことについては，上記調査部資料室ま言
三

たは各支場調査室に願います。弓

6．複写と発送L

上記調査部資料室で申込承内容の点検と複皇

写現物の確認の終わったものについて，同室き
ぁ

の指導のもとに，当協会文献複写係(同室内言
に設置)は，複写と発送業務を担当します。言

皇
7．複写単価轡

コピー1枚35円（用紙の大きさA5,B42
二

の2種，単価は両者とも同一）皇
畷

8．送料
画

申込承者が実費を負担。
質

9．経費の支払い 、

毎月末に，当協会から，その月の分につい看

て，見積，請求書を届けますから，それにし畠

たがって，下記あて支払ってください｡2三
万

支 払い先画

日本林業技術協会垂

（霊姦濤三雲皇鎚碍支震）÷
なお，300円以下の場合は郵便切手でも結竺

構 です。’
＝ 壹万

区
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試験に使ったジベレリン5,000ppm溶液は,協和醗酵

より提供されたもので粉末は同社製市販のものである。

! 2．材料と方法

A.高濃度溶液注入と粉末の埋込桑

（]）材料

採種園の中で寒害の発生が少なく，樹体のそろった4

クローンを選んで使った。供試木の大きさは昭和44年

秋時点で，樹高3.5m胸高直径6cm程度である。

⑫）試験の方法

(2)-15,000ppm液注入

地上高30cm程朧のスギの樹幹に相対する2個の穴

をあけ，1穴あたり1.5mgの蝋をピペットで注入し

た。穿孔器具は外径1cmの成長錐で，注入孔は内角が

60度ぐらい，深さ3cm程度となるようにした。処理本

数は1クローン3本で実施月日は昭和45年7月6日で

ある。

(2)－2粉末の埋込み

大工ノミを使い，樹皮に1辺が1cmの、型の切込み

を入れ,はぎ起こした樹皮内に粉末をふりかけたうえ,も

とに戻してその上をビニールテープでおさえておいた。

注入高,GA量，処理本数などは液剤と同じである。

B.注入量と着花の関係

（1）材料

Aとは別の3クローンを使った。

②試験の方法

5,000ppm液を用い,A-(2)-1と同じ要領で注入を行

なった･ただし，注入穴数は6mg,3mglX2個で,1

mg,0.5mgは1個である。クローンごとの処理本数は

6～1mgが2本,0．5mgは1本である。

スギ採種木に対する

ジベレリン処理について

高澱度少量注入と粉末注入

注入ジペレリン量と着花最の関係

W

●

毒
ろう

郎＊

承つ

光*＊

嚥
柴
地
平

た
田
蕪
山

雪
二
挫
義

1はじめに

スギ採種木に対するジペレリン（以下GAという）の

葉面散布については，その効果が確認されすでに事業的

に実施されている。しかし，葉面散布法の場合は日野〕

が指摘しているように天候，水利の便,散布器具,薬価，

散布作業の困難性などの問題点がある。この対応策とし

て，寺田ら2)による水溶液の樹幹注入法や，百瀬3>によ

る粉末の樹皮下への埋込承法などが開発され，その効果

も確かめられている。このうち，水溶液注入法Iま特殊な

注入器を必要とするうえ，注入に時間がかかるので，東

北林木育種場では，昭和39年に設定したスギ採種園にお

､､て，より簡略な方法を検討するため高濃度溶液の少量

注入を実施して承た･童た，粉末の樹皮下への埋込率で

も溶液注入と同程度の効果があれば，これがもっとも簡

便と考え，これもあわせて実施した。

つぎに，注入したGAの鍬により着花篭がどのように

変わるかを承るため，単木あたり0.5,1,3,6mgま

で4段階の注入を行なった。

試験の結果，いずれも効果が認められたが反面，形成

ｰ

3．調査の方法

供試クローンは全部着花した。しかし，寒害により花

芽の全滅したクローンが多く出たので，供試ク戸一ン中

で比較的寒害発生の少ないものを対象に澗査を行なっ

た。対象クローンばAが村上2号,Bが大舘1号と村松

4号である。

調査月日ば昭和46年7月8日で，各個体の枝ごとに

着生幼球果と枯死花芽の全数（以下これを合わせて花芽

という）を調べた。6花も着いたが獄が少なかったの

と，調査時点ですでに落下したものがあったのでこれは

除外した。なお，粉末埋込み後の癒合状態調査ではA,

B以外のものも対象とした。

■

るなどの問題が出てき層あるいは材部に損賜が認められ

たので，あわせてこれを紹介した

なお，この種の試験は球果を採

い｡

取したのちにその形状

や，発芽率までを含めて発表すべきであろうが，花芽の

寒害や虫害などが原因で46年秋採取した球果が僅少と

なり，本報では花芽の段階玄でをまとめたものである。

（注〕＊前東1琳木育種場経営係長，現蟹田営林署造林係長

稗東北林木育種場窪営係

一
一 一
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表－1処理方法・注入量と着花量
－F一－－－

昭和44年11月

樹高｜胸高直径｜醤響曾
ク戸一ン名

cm

320

303

345

326

435

292

ｍ

ｃ
８
１
８
２
０
０

●
●
白
ｑ
白
白

５
４
５
５
８
４

CIn

7．6

7．3

9．5

9曇1

12陽6

6．3

．

984

753

962

1，067

784

874

。

330

251

321

356

261

291

粉
〃
〃
液
〃
〃

3mg

〃

〃

〃

〃

〃

E・W

〃

〃

〃

〃

〃

村
上
２
号

b

I

０
５
２
３
８
０
０

２
５
７
６
０
８
５

４
３
３
３
４
３
３

液
〃
〃
〃
〃
〃
〃

８
８
６
２
５
３
２

●
。
●
●
Ｃ
Ｄ
●

６
６
５
６
６
４
５

ｇ
ｇ
ｇ
ｇ

（
ｂ
″
３
″
１
″
｛
ｂＯ

０
７
３
６
９
７
５

。
○
冑
■
可
◆
ウ
与

１
０
９
９
０
７
９

１
１

１

E・W

〃

〃

〃

E

〃

〃

4,226

3,929

2,903

1,486

1,006

964

564

704

655

967

495

1，006

964

1，128

村
松
４
号

←‐

’

２
０
２
６
０
４
０

８
７
２
０
２
６
７

３
４
３
３
４
２
４

液
〃
〃
〃
〃
〃
〃

7.0

10.2

5．2

3．8

6．7

3．8

9．1

ｇ
ｇ
ｇ
ｇ

ｍ
Ｊ
ｍ
Ｊ
ｍ
Ｊ
ｍ

（
ｂ
ｊ
《
．
１
１
－
１
戸
○〔Ｕ

10‘3

12.5

8．6

4．9

9．6

7｡2

10.8

Ｗ
・
〃
〃
〃
Ｅ
〃
〃

Ｅ 1,939

1,707

828

2，087

792

775

889

326

285

276

696

792

775

1，778

大
舘
１
号

4．結果と考察

高濃度注入，粉末埋込象ともに着花愛は個体によって

かなりバラツイた値となったが，3本の平均値をみると

両者とも約900個となり，ほぼ似た効果を示している。

（1）注入量と着花

対象となったクローンについて象ると，横山4>が指摘

しているようなGAに対するクローンの反応の違いが出

ており,村松4号は着花戯が多く，村上2号は少ない。

注入GA堂と着花の関係は当然のことながらGA量の

増加につれて多くなり，表-’の全資料で作った相関図

ば図－1となった。

ただし，注入鐙1mgに換算した着花鉦では，注入量

が少ないものの方が多い傾向を示している。

この試験で使った材料は樹高が3.5mく・らい，胸高直

径が6cmぐらいのものなので，この実験値からただち

に大径木の所要量を推定するのはかなり冒険のような気

もするが，かりに注入したGAのほとんどが葉に達し着

花に効くものとすれば'GA1mgあたりの着花量は木

の大小によってさほど変わらないはずであり，ひかえめ

村松4号●

零・｡「鶏
Ｘ
△
夛
号
２
１

●
●

…

ｰ

ヨ…
⑪

…
§

I.…

映すI 色３

図－1

にゑた値として,1mgあたり4～,500個くらいと梁ても

よいように思われる。大径木に対するGA注入について

の寺田2>の報告では,25mgの場合約8,500個の球果

が着いたと推定しており，花芽から球果までの戸スなど

－30－
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を考えるとだいたい本報での推定値と一致するようであ

る。百瀬勤は胸高直径と葉量の相関が高いことを根拠と

して，木の太さごとのGA量を試算しているが,それに

くらべると本報の数値はかなり少なくなっている。いず

れこの点については，実際に大径木を使い追試して承る

必要がある。しかし'当面の使い方としてはクローネ長，

林の疎密度などを考慮に入れたうえで単木当たりの球果

着生目標を決め’それに見あったGA量を使うのがよい

と考えられる。その目途はおおまかに1mg当たり400

個としても実用上よいのではなかろうか。注入量が過大

になると寺田2〕が指摘するように球果が小さくなったり

GAがムダになったりするのでこの点注意を要する。

（2）注入点と着花位置
〃

注入点から着花した枝までの距離，着花量，方向を図

-2-A．Bに示した。図の外輪は注入孔の位置，中心が

44年秋の梢頭で同心円の幅は50cmである。

供試木はすべて無手入れのもので，主幹1m当たり20

本程度の主枝をつけているにもかかわらず,着生枝の配

置（1/8方位で示した）はきわめて不規則で，この傾向

ば注入避と注入点が少ないほどはなはだしい。注入孔の

方位と着花枝の方位も一致せず，図-2-Bでむしろ反対

側の方が多くなっている。寺田2)高橋ら‘>は注入点が一

つでもかたよりがなく着花したと報告しているが，本試

験の結果はそれと一致せず》注入GA通の差がこの違い

を生んだものと考えられる。いずれGAの少通注入では

どの枝に着花するかという予測はまったくできないよう

である。

（3）注入部の状態

昭和46年11月現在の状態を表－2に示した。表中

45年とあるのが本試験のものであり，46年とあるのは別

の目的で46年7月に粉末埋込承を行なったものである。

500ppm注入のものは外見上まき込象が完了したよう

にみえるが，剥皮して承ると注入孔がはっきりしてまわ

りからカルスがのびてきている。本試験の材料以外のも

のを樹幹析解して材部を承ると，注入孔の下5cm,上

15cm程度にわたり変色し一部枯死が認められた。これ

は成長錐を入れたことによる機械的な損傷と,GAの薬

害の両者によるものと考えられる。粉末の方は，45年に

実施したものは2成長期を経過してやっと癒合したもの

が約半数であり，他はカルスが異常に発達しコプ状に突

起したものと，まだまき込象が完了しないものである。

46年に実施したものでは癒合したものが約20％の承で

残りはカルス形成中である。粉末埋込承後の経過を観察

して承ると，埋込承部の形成層が剥皮部の倍程度にわた

り枯死し，それからまき込承が始まり，まき込承がかな

、

竜
一

E←一
〃 W

図-2-A注入点と着花枝の位置

村松4号6mg注入．←注入口
.………枝下高。，00個未満

△200個未満〃 ×200個以上

1－ ー■■p■○一垂一○－一ー
＝

一
、

グ

〃

ノ

､

Iｊ
４
ｆ
Ｊ
０
Ｉ
Ｉ
ｌ
０
１

●

表-2GA注入部の状態
E←

傭 考
W

瀧~迦建'451461I

タ

カルス形成が完全に終わ
って樹皮表面が平になっ
ている

カルスがコブ状に突起し
ている

』
． ．

24癒合’34

ノ

、

コ ブ13511
〆

~
〆

～～■全一--~一一一岸一一

カルスはできつつある
が，まだ材部が露出して
いる"〃％｜‘‘”

ョ｜”|‘“

S

図-2-B注入点と着花枝の位置
村松4号0.5mg注入・←注入口
………枝下高③100個未満
△200個未満×200個以上
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粉末ウメコミ部の状態45年7月6日に
実施したものを46年12月10日写す

り進んだころからカルスが異常に発達し，やがてコプ状

になるようである。さらに，埋込象部の上にはGAによ

って肥大成長が抑制された結果とみられる凹ができてい

る。ただ埋込承による場合は注入のように材部まで損傷

を与えることはない。百瀬3〕はスギで，板垣ら7)はヒノ

キで埋込承を実施した結果，当年秋まではほぼまき込承

が完了したとしているが，本報では同じ方法で実施した

にもかかわらず別の結果となった。

（4）高濃度注入または粉末埋込象法の問題点

両者とも着花に対しては高い効果が期待できるうえ，

省力・薬価低減などの利点がある。しかしその反面，材

部や形成層に損傷を与えるという欠点を持つ。したがっ

て，当面は採種林など大径木で葉面散布のしにくいもの

に限定し，粉末の埋込承を行なうのがよいと考えられ

る。採種園での使用については樹体保護の観点から，も

う少しの期間試験的に使って承てから事業化するのが妥

当ではないか。
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（千葉県千倉町山林所有者)I
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1月号の歴代長官の座談会の記事を興味深く読んだ。

その一部に，「木材価格と林業技術」「林業家に意欲をも

たせるには」「林業家の心配」等いろいろと，林業関係

者には，関心の深い項目があった。しかし，われわれ山

主にすれば，いずれも尻切れとんぼでピンとこない。現

在のような世情でば，結論を出すことはむずかしいこと

はよくわかるが，そこで，わたくしは，次の提言をした

い◎

昨年末，木材が10年ぶりで値上がりした。木材は，

卸売物価上昇の元凶として，国を上げて大騒ぎとなり，

国有林の増伐，緊急輸入等の政策をとって，ようやく現

在は，小康を保っているようである。この大騒動も，肝

心の山主には，さっぱり恩恵がない。木材業者は，全部

転業して，ご気嫌伺いにもこない。木材価格がどのくら

いか，見当もつかない。ようやく伐期に達した，少しば

かりの美林をながめて，ため息をつくのは，わたくしば

かりでないようだ。

このような状況では，山林経営に意欲を持てという方

が無理である。このような時期こそ，経営意欲を盛り上

げるチャンスではないかと思う。価格の上昇，待ってい

ましたと出荷，価格を安定させる。価格の上下に，一喜

一憂するところに，経営の妙味がある，とわたくしは思

う。新聞紙上の値上りでは，意欲もさっぱり湧かない。

山林所有者が，木材価格を敏感に知るには，需要者と

直結することである。つまり，生産者山主が，需要者に

直売して，流通機椛を簡素化し，流通過程の労賃を，生

産者山主が吸収することである。木材の産地直売であ

る。保存期間の短い野菜にできることが，木材にできな

いことはないとわたくしは確信する。

山主が製材品を直売するには，小型の製材機が必要で

ある。従来使用されている丸鋸は，技術的にも高度の熟

－32－
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練を要するばかりでなく，2，3人の男手を必要とする欠売も，広範囲にわたると思う。直売方式は，撫育管理の

点がある｡.耕転機の動力で作動でき，女子でも作業ので技術，林業の機械化，択伐による公益性にもつながり，

きる，簡単な製材機の開発を希望する。現在のような，一石三鳥の有利性があるとわたくしは思う。

機械万能の時代に，小型製材機の開発が不可能とは思え現在までに，商品生産林業，地湧きの技術とか，提唱

ない。すでに開発されているならば,PRしていただきされているが，かけ声ばかりで，具体化され，地につい

たい。た技術は見当たらない。この山主直売こそ，小規模経営

山主は，小型製材機を利用して，択伐により，年食の者に意欲を持たせ，眠れる森林資源（奥地材）を世に出

収入を見，売行き不振の間伐材も，製材品となれば，利し，国産材の真価を高める良策とわたくしは考える。

用面の拡大も図れると思う。1日15cm,3m材を2本現在の林業政策は，植林一点張りで，山主に多大の出

撤出製品化すれば，5,000円の収入になる。1日5,000円饗を強要している。植林の大切なのはよくわかるが，現

になれば，林業経営も捨てたものではない。経営意欲の今のように，経済の変化のはげしい時代に，収入のない

高揚疑いなし，販売面は，森組，材木店に在庫数を登録経営には魅力を持たない。明日の100より今日の10.現
することにより，大口の需要に応ずることも可能となる金収入を得るような政策こそ，植林に結びつくことを忘
う。また電話自動車の普及している現在，個人的な販れているような気がしてならない。
＝公づ●璽罰＝ずaづこb曇●参もづ●雪各誕藍,｡遥諺aD少姥ヂもヘグ●甥宅鎌b鐸､弓●蛇$、9，やぱヂw●り岩穴づ●冨函争一制も毎勺画一鐸殉づｬ轡錨挙粘色々”･酒謬－6苧､鄙､,摂甸か､〆･もづb琴･カダbが覚一bざ缶ｼ､や辛恥チリ･毎謬●錐む●抄哲斜軸ざ，…町口語●9鐸旬陣隷
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ニリ型，尾根,BD(d)型,BC型,BB型土壌のツツジ

型である。

コアジサイは，このうちクロヒナスゲ自一チゴユリ

型，ツツジ型のそれぞれ主要な組成種として，非常に

目だつ存在であった。

またかつて行なった有名スギ林業地の調査でも，暖

帯上～温帯下部のク戸モジーチゴユリ型の特徴的な組

成種として，クロモジ，コンテリギ，ツクバネウツギ，

コバノガマズミ，キッコウハグマ，イチヤクソウ，ヒ

メハギ，ヤブコウジなどとともに出現していた。そし

てこの林床型は，斜面上部，凸形斜面などの，主とし

てBD(d)型土壌に成立し，地位mを指標していた。

この植物は広く承られるが，高い優占度で出現する

ような場合は，スギの植栽はさけたほうがよいと思

う。矢板のツツジ型の場合はヒノキの成長も不良であ

った。若葉は救荒用。

噂旨漂植物シリーズその21〕

コアジサイ

mdm"g膠α〃γ畝
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蔦の落葉低木で，関東以西
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ユキノシタ科，アジサイ属の落葉低木で，関東以西

の本州，四国に分布する。

高さ1xnあまりに達し，枝分かれが多い。葉は対生

し，倒卵形または広楕円形。先端は鋭くとがり，基部

はくさび形。葉の上半部には三角状の鋸歯があるが’

下部は全辺。表面には光沢があり，膜質。秋には黄色

に紅葉し，それなりに美しい。初夏の候，枝先に散房

花序をつけ，淡青紫色の小花多数が開いて可憐であ

る。装飾花はつけない。

属名のHydrangeaはhydor(水)+angeion(容器）

で，さく果の形からきている。種名のhirtaは短い剛

毛のある意。和名のコアジサイは小さなアジサイのこ

と。

昨年の秋，栃木県の矢板県有林の植生調査を依頼さ

れ，林床植生の区分と，それをもとにした植生図をつ

くった。ここは，ブナ林,ナラやシデの2次林'スギ’

ヒノキ，カラマツなどの人工林と，上層林冠群は多様

であるが，林床植生は，人為の加わり方によって若干

の違いはあるけれども，基本的には四つの林床型が’

立地に対応しながら規則正しく出現するのが確認でき

た。凹形斜面斜面下部,BE型土壊のモミジガサ型’

平衡斜面,BD型土壌中心のキイチゴ型，斜面上部，

ゆるやかな尾根,BD(d)型土壌のクロヒナスゲーチゴ
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ソーチェン目立の一方法

高知局奈半利署門田実

高知林友1972年12月第552号P53～55

ソーチニンの目立について，日ごろの作業の中からヒ

ントを得て考えられたもので，それも手近な木片を利用

し手軽に簡易にできることを特徴としている。

(B)

ブレード受ヤスリ

その作り方は，図に示すように，まずブレードを固定

する台として直径30cmぐらい，高さ40～50cmぐらい

の輪切にした端尺材(A)とチニンソーの底部据付台用

(B)として底部接地部分と同じ程度の直径で厚さは

15cInぐらいの輪切にしたものを使用するのである。

労働力確保を担う－移動集材機

藤岡上

ひろしまの林業1973年1月N0.262P10～11

林家が移動集材機を導入して，労働環境を改善し計画

的に林業経営をすすめている小塩幸子氏(比婆郡東城町）

の例を紹介している。同氏は以前から植栽・保育はもち

歯
ろんのこと素材生産から市場売りまで，一貫して直営生

産によっており’作業道を合わせてha当たり125mの

高密路網がある。

用いている移動集材機(FE2)は，ホンダ耕転機にキ

ャタピラをはかせ，前方に集材用の一軸二胴のウインチ

を取り付けたものである。

その長所としては’①自走できるので35度程度まで

可能，それ以上はウインチを利用して移動でき，移動経

費が少ない。②取扱いが簡単。③索張り作業ができる。

④地引による林内集材ができる。短所としては,6mm

ワイヤロープで280mしか巻きこめないので功程が低

く,長距離集運材が困難，しかしエンドレス方式の索張

りを採用すれば長距離も可能であるとしている。

男’人（運転）女3人で作業しているが，従来の木馬

による方法に比べて労力で約2/3，経饗では少しよい程

度であるという。本機は当県ではまだ’台であるが，民

有林では今後期待がもてるとしている。

ヒノキの9月ざし

林技センター川北

三重の林業1972年11月No.135P5

ヒノキのさし木は年齢を重ねていくにしたがって発根

が悪くなるが，これらのものを促進するには，①さしつ

け時期を9月にする。②穂長を12cmほどに短くする。

③加温潅水のできるガラス室にさしつける。このうち露

地で大量の健苗をつくるには9月ざしが有効で，慣行の

4月ざしに比べて，発根率は9月ざしは平均82.6％，4

月ざしは47.2％であり，9月ざしは根愛，苗高ともす

ぐれているという。

要するに，9月ざしがよかったのは穂自体の発根しや

すい時期ではなく，さしつけ後のこの地方の地温等が発

根に都合のよい時期であったと考えられるとしている。

－34－
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改良された雪起しテープ

県森連指導課

林業新潟1973年1月No｡240P10～11

雪起しにかかる経費を軽減し，能率的に作業をすすめ

るために新しく開発された雪起しテープの利点などを事

例にもとづいて紹介したものである。

プラスチックテープであるが，雪起しテープとしては

縄と同様な強度を持ち，下刈前に破断されることが必要

であるとして，テープは試験地の天候に合わせ種を改良

されている。改良テープは，①なるべく縄の感触に近い

ものとした。②下刈前に破断され，その程度は縄とぼぽ

同程度である。③下刈りの時に切断しなければならない

ときでも簡単に切れる。④価格(m,当たり単価)は縄よ

り安い。⑤植栽木への影響は少ない。⑥軽くて持ち運び

が便利で縄に比べて能率が20～30％あがる。

この雪起しテープは，県森連が昭和45年から県およ

びM社と協力のもとで開発をすすめてきたものである。

ヤマギリを育てる－鯵ヶ沢営林署

青森営林局広報係

青森林友1972年10月第291号P46～48

近年，天然林の人工林化が進んで，いわゆる有用広葉

樹の需給に不均衡を生じているが，とくにキリ材の払底

を訴える向きが多い。

キリは，①ぽう芽力が旺盛で伐倒後10日ほどで発芽

する。②成長がよく15～6年で伐期に達し直径26cm,

樹高13mくらいになる。③製品のくるいが小さく，軽

いなどの長所があるが，その数量はごく限られている。

たまた童，鯵ヶ沢営林署管内岩木山国有林の造林地に

相当数のキリの稚樹が自生していることがわかり，同署

では造林木とともに育成し，今後の研究に資することに

したいという。しかし今のところ，その成因ははっきり

していないが，こうした有用樹をキメこまかく育成して

いくことも大切なことであろう。

亜高山地帯天然林における樹病調査

第3報上高地国有林

浜武人上山昭則赤井重恭

長野林友1973年1月P1～14

この調査は，亜高山地帯における天然林の樹病につい

て，京都大学赤井教授を中心に行なってきた第3報であ

り，すでに第1報（御岳山麓国有林)，第2報（冷山・

東岳国有林）は本誌において発表されている。

〃森林環境保全の重要性〃という立場から，①森林を

健康に保つとはどういうことか，②森林の健康のために

は何が大切か，③何を基準として森林の健康度を表現す

ればよいか，といったことから，まず菌類噛木疾病

菌，木材腐朽菌およびできれば地力を維持している土壌

微生物に至るまで）というものを一つの指標として，こ

れらの3項目に解釈をあたえる足がかりを得ようという

わけである。

禰査方法ば，地域で特徴のある林相をえらび（3地

域)，一定区画にふくまれるすべての立木の胸高直径，

樹高(目測)，疾病の発生状況などを調査した。

今喫曹査で典型的な亜高山地帯森林と考えられる横
尾付近蝶ケ岳歩道および屏風岩周辺では，高度を増すに

つれてナラタケ，ツガノサルノコシカケの被害が目だ

つ，童た六百沢～白沢付近にはモミのテングス病菌やカ

ンパ類のテングス菌が代表的である。梓川両岸ではカラ

マツを侵害するマツノカタワタケの発生が比較的多い。

なお，上高地事業所付近の人ﾕ淋カラマツ（大3植，38

年生）にはマツノカクワタケの子実体が発見できなかっ

たが，50年濯装までは大発生しないことはカラマツ造林

にとって幸いなことである。

採集した木材腐朽菌については別に報告するとのこと

である。

○東京地域施業計画区における国有林経営の将来像

東京林友25～2，48年1月(P6～14)

O野外レクリエーション施設運営上の問題点と在り方

みやまNo.1,48年1月(P21～26)

○農業・農村総合開発プロジェクト作成の要点

世界の農林水産(FAO)No.404,1972年12月

(P31～36)

○天皇杯受賞者友広吉治氏の複合経営

林業山口N0.107,47年11月(P2～6)
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賊化と労働方法の合理化を意味する。と同時に他の違っ

た形の機能協同の下で十分な経営規模ないし機能単位に

達するよう考慮されねばならない。国家は断呼たる処置

によってこの合理化を推し進めることができるだろう・

木材販売で損をするような分野では，販売方法の改変

と販売機構の再編成が問題になる。その場合，目標は確

実な価格安定と規則的な機能発揮による販売の継続を達

成することにある。の承ならず，木材の伐採と売却に関

する調和のとれた計画があることを前提とする。ここで

物価指数を考慮した数年間の定期取引契約が関連工業や

買入組合との間に現実化するだろう。

とくに従来多かれ少なかれ関税障壁によって保護され

たセルローズ，紙の生産業者や特殊なボード工業が，も

しも適切な経営内合理化処置が行なわれないならば，将

来われわれの問題になろう。ここでば生産経費の合理化

による原価の低減の承をいうものとする；すなわち，原

料のよりよき供給条件，品質区分の修正ないし多様化，

集中・連合・協同による適正経営規模，管理・指導法の

改善等である。

製材の分野においてもまた上述の観点が条件づきで当

てばまる。目的にかなった企業集中は確かに原価の低減

に寄与するに相異ない。

ここで林業・木材業の分野での技術的・経済的構造の

改善だけではだめであるという結論にならざるをえな

い。これとともに適用される管理・経営の方法が効果を

あげるうえに決定的である。同時に，なかんずく，〃弾

力的経営(Managementbyexception)〃のもとで経営

期間中の永続的・規則的な照査溌構と同様に長期・中

期・短期にわたる目標を確立する必要がある。いまや，

監督や原価分析に対すると同様に企業計画にとっても経

営簿記が絶対に欠かせないものとなっている。なかんず

く，(1)要因結合による費用の発生と確認，（の予定経費と

決算との比較およびその差異の分析，③不時の収益増大

評価，等が必要である。

このような改革のすべては，その時々の企業者と労働

者が－少なくとも長期にわたるそのような処理記録が企

業を市況に対して安全にし企業家としての永続を保証す

るのに必要だという－これらの方法にうち解けて対処

し，それについて納得を示すときにおいての象，その十

分な成果をもたらしうるだろう。われわれは共同市場が

提供するくどたん場の猶予(Galgenfrisり＞を役だてよ

うではないか。そのためには共同･同位の努力(Gemein-

samekoordinierterAnstrengungen)と参加者すべて

の犠牲的行為を必要とする，明日からの大きな，自由な

市場での闘いに備えるために。三井鼎三

型林業紹
■
Ｊ
■
■

I

＝

スイス林業・木材業の

構造問題と欧州共同市場

第2次大戦後，欧州大陸諸国の間に幾つかの経済同盟

的結合が行なわれた。たとえば,ベルギー，オランダ,ル

クセンブルクから成る過渡的同盟ベネルックス(Bene-

lu幻が結ばれた，またこれが中核となりさらにフラン

ス，西ドイツ，イタリアが加わり欧州共同市場が結成さ

れ，この6カ国の経済結合に刺激されてイギリス，スウ

ニーデン，ノルウェー，デンマーク，スイス，オースト

リア，ポルトガルの7カ国間にも欧州自由貿易地域の結

成を承た。

本稿はG､Crettol氏(Fribourg/LaToux=de-Peilz)

がスイスをめぐるこのような情勢下においてスイス林業

・木材業の処すべき体質改善についてその見解を述べた

ものと思う("Strukturproblemederschweizerischen

ForstundHolzwirtsChaftundderGemeingnmeMa-

rkt'',SchweizerischeZeitschriftfiirForstwesen,ノ72

年11号)。（原文はフランス語で書かれた相当長いものである

が，本稿はその摘要（ドイツ語）によった）

共同市場との連けいはスイス林業・木材業にとって，

なかんづく，その国内市場におけるさらに激しい競争を

意味し，その際経営経済的分野における二つの問題が現

われる。

（1）国内企業がこの高まる競争に耐えられるか？

（2）それら企業自体競争に耐えうるために，必要の場

合に，いかなる処置がとられねばならぬだろうか？

いまのところ，第1の問いに対しては，統計資料の不

足のゆえに，い童だ十分な解答をうることができない。

これに反して経営経済的な構造要因と処置を調査研究す

ることは可能であろう，－それらは本質的に個食の企業

の競争能力を保証し向上することに寄与しうる。結局そ

れは企業指導の問題である。

なんといっても，ここでは林業の本質と任務によって

決まる条件は，やはり生産性を上げ原価を下げる処置が

とられることであるはずだ。しかしこれは適当に造られ

た機械の能力を十分に利用し尽くすがごとき労働力の機

一_

。

角
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されずに一つの植物として考えられを通じ，終始一貫して評価されてい

てしまう。家畜は動物としてのみ捕るとうけとめた。

えられる。しかし農業の問題とする著者は艇林水産技術会議の初代会

ならば，第一次接近としては植物，長で,本書に｢会議の思い出ぱなし」

動物の研究でよろしかろうｶﾐ，十分という一章がものされているが，書

なものとは言えない。一歩を進めて名の枠からは承出している感がない

第二次接近として，それを飛躍せしでもない。しかし，著者が会議の創

めて作物，家畜たらしめる契機，地設にあたり，前述の理念を実現する

盤，条件の追求に至らなければ，少ため傾けられた情熱が，会議に歴史

なくとも農学とは言えないであるありという記録で綴られていること

う。しかし，それでも未だ十分であに深いつながりをもつものである。

るとはなしえない。アメリカの大農会議も大蔵省や人事院との関連に胚

場の作物や家畜は，そのま室日本の胎するひずぶに起因して，いまだ必

小農民の農地における作物や家畜とずしも理想の域に達したとはいえな

はなりえない。この条件変更を考慮いが，会議発足によって果たされた
しなければ実践過程の技術の解明に功績はきわめて大きい。現在の研究
はなりえない。最初の飛躍の模機を機関が施設’設備において会議発足

ふるい 前と比べて，まさに隔世の感がある
植物，動物の農学的飾となすなら，

のは会長であった著者の理念の実現

第二の飛躍は農業経営的飾となしうによったものであることがうかがえ
るであろう。実践の技術を研究するる。
ものは，この二つの節を用意して自 技術者および研究者に思考を与え

分の問題意識を整理し反省しなけれる必読の興味深い名著として広く紹
ぱならない。そうでなければ農学，介する次第である。

農業技術学は存在の理由を持たな（元農林水産技術会議研究調整官，

い」とする理念などが，先人の農書坂口勝美）

（お申し込み，お問い合わせは直接発行所にお願いします）
DImllll11lblllOOO｢1161jpOOlllujOO1110UI1IIIQllllllhtlllllllQ1100f$lblllOOO111UOO84191UJII11811100nOIIIWI190IIO#0111111009IIGUOO1110010#I11t801080IIUIIIMIIOOllOOO1101100010

下記の本についてのご注文は，当協会へ
古書億とかく売切れになりやすいので，ご注文は，お早目に。お申し込承に対
し在庫がありましたら，すぐ送付致しますから，それによってご送金下さい。

の

憲雛一

晨害に歴史あり

東畑精一箸

B6判,268ページ,800円

家の光協会発行，1973年2月

東京都新宿区市谷船河原町11

曲

＝

本書の著者,東畑精一先生は,ここ

に紹介するまでもなく，わが国の農

政史に名をつらねる知名の士で，現

在農博,東大名誉教授,学士院会員，

文化功労者として各界で活躍されて

いることは衆知のとおりである。

菫ず最初に,「林業技術｣に本書を

紹介するゆえんは，本書が農業と同

じはんちゅうにある，第一次産業と

しての林業にとっても無縁のもので

なく，全章にわたる理念ほ共感をよ

ぶ達意の筆で満たされているからで

ある。

本書は，〃農業雑記帳〃と〃農書と

わたし〃の2部にわたって，先人の

ものされた農書を著者の鋭い視角に

よってとらえ，すぐれた表現で解説

されている。その序文で，著者は，

第一に現代の農学，日本の農業の実

体が，いずれも過去の研究や過去の

経過の累積であり，第二に過去の農

業を調べ，またこれを通Eて過去の

日本の農業の問題をうかがっている

間に，抑えきれない「圧力」を感じ

たと述べられている。

読者の一人私は,全章を通読して，

横井時敬先生のせりふであるという

「農学栄えて農業亡ぶ」のゆえんは

何かの提示，あるいは農業の進歩に
●●

ついて「例えば稲は作物として表象

’
一

古 書 コーナー

着’名 ｜箸書‐

B5195頁昭372,500f9中部山地の林地生産力に関す
る研究一とくに山梨県を中
心として一

竹林栽培新論

ソビエト連邦の林木育種

樹木の寿命無限論及び若返法
の原理と実際

田主丸の苗木
創立10周年記念

林業機械化ガイドブック

藤愛次安

円
門
円
円
円
円

０
０
０
０
０
‐
０

０
０
０
０
０
０

５
７
０
０
０
０

山
心
４
ａ
Ｌ

藤時雄

リベンスキー
V

田善一

185頁

277頁

108頁
PIs

50頁
PIs

367頁
PIs

219頁
PIs

明42

昭38

昭28
2

1964

8

昭34
1

昭33
1

安
ア
Ａ
浅

６
５
５
５
５
５

Ａ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ

羽苗木研究
年同志会

林誠先生学緩
念会

林・辻

浮
青
藤
記
藤林業労働図説素材牛産編
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■森林の公益的効用に関する研究業績目録

近嵐弘栄

木原営林大和事業財団昭47.6152P

この目録は，木原営林大和事業財団が森林科学調査会

に助成して，わが国における森林のもつ公益的効用につ

いての明治代以降の研究，業縦をまとめたものである。

内容はつぎの項目に区分して，それぞれ,研究機関名，

事項，著者名，題名，書誌名，巻号，発行年月日につい

て記している。

1．水源のかん菱

2．土砂の汗止

3．飛砂防止

4．防風

5．水害防備

6．防潮

7．雪害防備

8．防霧

9．なだれ防止

10．落石防止

11．防火

12．魚つき

13．公衆の保健

14．森林の公益的効用についての研究を集録してい

る主要機関紙を紹介している。

園アメリカの森林と森林行政機構

（在外研究員報告二沢安彦）

林野庁福利厚生課昭和47年9月B5版65P

このレポートは，人事院在外研究員としてアメリカに

留学した二沢安彦氏（現農林経済局国際協力課）の報告

によるものである。

内容の大要を目次からあげて承ると

1．アメリカにおける土地管理

（1）土地利用状況

（2）土地所有概造

2．アメリカの森林資源

（1）森林所有樵造

ここに紹介する資料は市販されないものですb発行先へ

頒布方を依頼するか，配布先でご覧下さるようお願いい

たします。

②地域別森林分布

（3）蓄積

3．世界林業におけるアメリカ林業の位腫

（1）森林

②木材林産物生産

（3）林産物貿易

4．アメリカ山林局

（1）歴史

②組織機織

（3）国有林の管理経営

仏）林業研究

（5）州，私有林との協力

⑥収支，財政

（7）当面する問題点

■豪雪地帯造林推進対策調査報告（総括編）

林野庁47年11月B5版271P

本調査報告書は，積雪地帯における造林推進対策の樹

立に資する目的をもって，昭和42年度から3カ年にわ

たって，林野庁が国立林業試験場の協力を得て，とくに

恒常的な雪害の著しい新潟，富山，石川，福井，鳥取，

島根および山形の各県に委託して実態調査を実施して有

効な育林技術について検討してきたが，その総括編とし

てまとめたものである。

報告書の内容は

1．調査結果の要旨

2．県別調査報告

（1）環境区分

②各環境区の森林の現況と特徴

⑧各環境区の育林技術の現況と評価

（4）階段工法導入調査

（5）編柵工法等導入調査

（6）保育作業調査

（7）地域的雪害防除法の選定と事業量

⑧造林の停滞と助成の必要性

（9豪雪（多雪）地帯造林指針

（配付先都道府県林務部諜，各営林局）
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＝ ＝

三 ＝

菫 ス部門がふえてくるのです。＝
ベンチャー・ビジネス

三
＝

君二 こんな経済社会の要求にこたえて，独自の技術やユミ
皇 (venturebusiness)三

ニークなアイデアをもった小企業が発生します。ベンニ
ー

ニ
＝

三

言新技術を企業化したり，または専門知識にもとづいチャー・ビジネスは,規模は小さくとも利益は大きく言三
三て新しい独自の営業方法を開発するなど，他にさきが従来の中小企業のイメージからは脱皮したものになる冒
言 ＝

言けて創造的な活動を展開するパイオニア的企業のことうとしています。二
言です。そのほとんどが中小企業で，研究開発産業・情しかしながらベンチャー・ビジネスにも弱味はあり言
舅 ＝

言報産業･マーケッティング産業に属しています。ます°それは,研究開発段階･初期成長期での投資の冒
臺これらベンチャー・ビジネスがたくさん登場してきリスクが大きいこと，多くのものが知識集約型である言
＝ ＝

皇た背景には,わが国産業社会の高度化が頂点に近づき，ことから担保能力が低いといった資金面での困難が絶三三
星重化学工業は成熟し，脱工業化の段階に移ろうとしてえないことです。このようなベンチャー・ビジネスの言
＝ ＝

三いる状況が指摘されます。いつぽう都市化の進行など将来の成長を見越して，それに注ぎこまれる資本のこ三
＝

薑で，消磯者の欲求は個性化し，多様化し，それだけ市とをベンチャー・キャピタルといい，たいていは新技三

号場醐蹴灘腰菫翼蕊…，簿厩鰯懸簔欝鑿窪潅
言な大景生産･大蛍流通といった大企業体制が必ずしも－．キャピタルの供給を専門とする機関の設立が財界三
二 ＝

三有利でなく，大規模システムでば桑たしえないピジネでいくつかもくろまれているようです。三
皇 三
＝ 三
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雷

渡縛箆必蜜渓 だ，ま 診“
、
』

沈
丁
花

今
年
は
、
例
年
に
な
く
暖
か
い
日
が
続
い
て
い
る
。
わ
が
家
か
ら
駅
ま
で
急
ぎ
足
で

熟
ち
の
り

歩
く
と
、
十
五
分
程
度
の
道
程
で
あ
る
が
、
春
、
秋
の
気
候
の
よ
い
季
節
に
は
、
行
き

帰
り
の
こ
の
十
五
分
を
楽
し
承
と
し
て
い
る
。
冬
ば
つ
い
寒
さ
に
負
け
て
バ
ス
に
乗
っ

て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
が
、
今
年
は
暖
か
い
冬
の
お
か
げ
で
歩
く
こ
と
が
多
い
。
こ
の

道
筋
も
年
を
新
し
い
家
に
建
ち
代
わ
っ
て
お
り
、
昨
年
は
十
数
階
だ
て
の
マ
ン
シ
ョ
ン

も
建
ち
す
っ
か
り
趣
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
家
な
み
の
中
で
比
較
的
新
し
い
家
だ
と

思
う
が
、
ブ
ロ
ッ
ク
ぺ
い
の
風
穴
か
ら
い
っ
ぱ
い
の
沈
丁
花
が
顔
を
出
し
て
い
る
の
に

気
に
な
っ
て
い
た
が
、
つ
い
先
日
、
ま
だ
二
月
も
半
ば
を
す
ぎ
た
ば
か
り
だ
と
い
う
の

に
花
を
咲
か
せ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
狭
い
庭
に
わ
ず
か
で
も
緑
を
と
植
え
た
も
の
で
あ

ろ
う
が
、
沈
丁
花
に
と
っ
て
は
ブ
ロ
ッ
ク
く
い
と
家
屋
と
に
は
さ
ま
れ
た
窮
屈
な
環
境

に
ば
耐
え
き
れ
ず
、
わ
ず
か
な
ブ
ロ
ッ
ク
の
風
穴
か
ら
た
い
し
て
お
も
し
ろ
く
も
な
い

通
り
へ
と
顔
を
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
い
し
て
広
く
も
な
い
庭
を
、
こ
こ
は
わ
た
く
し
の
庭
で
す
ょ
と
、
ブ
ロ
ッ
ク
く
い

で
囲
わ
ね
ば
な
ら
な
い
家
主
の
心
情
も
あ
わ
れ
で
は
あ
っ
た
が
、
日
当
た
り
の
悪
い
庭

に
植
え
ら
れ
て
も
、
わ
ず
か
な
す
き
間
か
ら
、
よ
り
よ
い
環
境
を
求
め
て
生
き
て
行
こ

う
と
す
る
生
物
の
生
命
力
の
強
さ
に
改
め
て
感
動
を
受
け
た
。
お
そ
ら
く
ブ
ロ
ッ
ク
く

い
の
中
の
っ
ぽ
象
は
ま
だ
花
を
咲
か
せ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
、
早
い
春

の
訪
れ
を
つ
げ
る
甘
ず
つ
ぱ
い
に
お
い
を
、
そ
れ
も
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
な

ん
と
な
く
す
が
す
が
し
い
気
持
で
駅
へ
の
道
を
急
い
だ
。

一
本
の
木
に
も
、
自
然
の
摂
理
の
中
で
生
き
て
い
く
力
が
あ
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
く
い
に

遮
断
さ
れ
た
あ
ま
り
好
ま
し
い
と
思
え
な
い
環
境
の
中
で
も
、
そ
れ
な
り
に
花
を
咲
か

せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
林
業
と
は
、
最
近
論
議
の
や
か
ま
し
い
自
然
保
護
と

か
公
益
的
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
立
場
を
含
め
て
考
え
て
承
て
も
、
い
っ
て
ふ
れ
ば
、
木

を
育
て
る
こ
と
が
そ
の
根
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
が
木
を
育
て
る
な
ど
と
い
っ
て

も
、
木
に
よ
っ
て
は
迷
惑
な
話
で
、
お
れ
は
自
分
で
生
き
て
い
る
ん
だ
よ
と
い
わ
れ
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
林
学
と
は
、
木
の
育
ち
や
す
い
環
境
を
作
っ
て
や
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
林
業
技
術
と
は
、
自
然
の
メ
カ
’
一
ズ
ム
を
究
明
し
、

目
的
に
応
じ
た
森
林
が
維
持
し
や
す
い
環
境
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
り
、
き
わ
め
て
地

味
な
長
年
月
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
成
果
と
し
て
、
最
近
、
マ

ッ
ヶ
ム
シ
の
生
態
が
究
明
さ
れ
、
マ
ツ
の
育
林
技
術
の
進
歩
が
承
ら
れ
た
こ
と
は
喜
ば

し
い
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
林
業
あ
る
い
は
林
業
技
術
が
、
こ
の
よ
う
に
地
味
で
長
年
月
を
要
す
る

も
の
で
あ
る
た
め
、
森
林
・
林
業
に
対
す
る
一
般
世
論
は
、
応
盈
に
し
て
時
流
に
乗
っ

た
近
視
眼
的
な
意
見
に
ま
ど
わ
さ
れ
や
す
い
。

昨
今
は
、
全
国
的
に
土
地
利
用
問
題
が
論
議
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
時
に
あ

た
っ
て
は
、
林
業
技
術
者
と
し
て
は
、
た
ん
に
林
木
の
育
成
に
適
す
る
自
然
的
な
環
境

に
つ
い
て
の
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
健
全
な
森
林
の
維
持
が
、
長
年
月
に
わ
た
る
林
業

技
術
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

木
の
育
成
に
適
し
た
人
為
的
な
環
境
を
作
り
出

Kー

ユ

を
一
般
世
論
に
訴
え
る
と
と
も
に
、
林

す
た
め
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
（
Ｈ
生
）
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第28回総会(通常)のお知らせ

総会ならびに各種行事を下記のとおり開催いたしますので，ご出席下さるようご案内申上げます。

社団法人日本林業技術協会

理事長福森友久

記

月日’ 間’行時

鮒~,陣‘#|蕊""嬢技術－， 口

事 会 場 』

5月28日（月）

5月29日（火）

東京営林局会議室

農林年金会館
〃

〃

〃

〃

〃

〃

主婦会館

〃

理事会

第’9回林業技術賞受賞者表彰

第6回林業技術奨励賞受賞者表彰
第’9回林業技術コンテス'､受賞者表彰
第28回総会（通常）

藤岡光長賞表彰
閉会

０
０
０
０
０
①

２
７
１
１
一
一
０
０
０
０
。
●

０
３
１
１

，

一

17.00
|皿＝

支部幹事会

コンテスト ’5月30日(水)'1;:::ご量::|雪雲諺加審都内見掌議よび懇親会

協会のうごき
一

．顧問会

昭和48年1月29日(月)本会会議室において開催した。

出席者願問松川恭佐，蓑輪満夫，坂口勝美

理事長福森友久

専..務理率小田精

常務理事堀正之

理事総務部長吉岡蕪

福森理事長より挨拶,会務の概況報告の後,本会の事

務所改築の件，会我値上げの件について理事長より説明

があり，小田専務理事が細部について補足説明を行な

い，各顧問の了承を得た。

◎昭和47年度第2回理事会（在京）

次のとおり開催した。

とき昭和48年2月9日10時30分より

ところ本会会議室

議題本会会館改築の件

出席者理事長：福森

専務理事：小田

常務理嚥：浦井，遠藤，神足，篠崎，園井，

高見，立石，徳本，孕石，堀

理事：梶山，扇田，谷井，田ノ本，丸山

蓑田，吉岡

監事；五十嵐，筧

顧問：松川，蓑輪

出席者過半数に達し，定款21条により理事会ば成立，

議事にうつり，福森理事長より議題である「本会会館改

築の件」について詳細なる説明を行ない，小田専務理事

からも補足説明があり「本会会館の改築の件」は全員異

議なく了承した。

◎指導奨励事業

各営林局で行なわれた業務研究発表会の入賞者に対

し,本会より役員が出席し賞状ならびに賞品を贈呈した。

月日｜営林局｜出席者

４
０
１
２

７
７
８
へ
一

一
へ
－
３
９

６
６
６
６
１
１

〃
〃
〃
〃
〃
〃

帯広

函館

青森

名古屋

高知

長野

堀常務理事 ＝

松川顧問島部長

吉岡理事

小田専務理事

卜

昭和48年3月10日発行

林業技術第372号

編集発行人福森友久

印刷所合同印刷株式会社
一

発行所社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町7（郵便番号102）

耐話（261）5281（代)～5

綱集室（261）3412
G哀替東京60448番）

－40－



蕊地球社蕊地球社 蕊地球社
砺田賑砺蔽訂地球出版(株)改め 地球出版(株)改め
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振替東京195298/電585-0087 縫蕊謹謁騨二減 107束京都港区赤坂4－3－5

振替東京195298/電585-0087

森林と自然そして人間のか藍わりあいを

楽しくわかりやすく解説した．

全国学校図書館連盟選定図書
ー

私たちの森林ﾛ

●

執筆者・雨宮昭二／農林省林業試験場木材部

伊藤敞／林野庁指導部研究普及課

岡和夫／林野庁指導部計画課

蜂屋欣二／農林省林業試験場造林部

指導・松下魏三／文部省初等中等教育局職業教育

課教科調査官

A5判/144頁・4色オフセット印刷・定価500円（送料共）
-20冊以上まとめてご注文の場合は1割引一

茎更日本林業技術協会
東京都千代田区六番町7番地

〒102電話(261)5281(代表)～5
振替／東京60448番



gllⅢⅢ|ⅢⅢllⅢⅢⅢllllll11ⅢⅢIⅢlⅢⅢ''1ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢl11llllllllllⅢⅢ|llllllⅢⅢⅢllⅢⅢⅢⅢlllll11llll111lll1lⅢⅢIⅢⅢllⅢⅢlllll1lⅢⅢⅢllllllllllllllllllMIIIIⅢⅢⅢⅢIⅢ|ⅢⅡⅢllilll1lllllllllllllillllⅢⅢⅢIⅢⅢⅢ陛
＝＝ ＝

＝＝寺

＝＝
＝＝

i,林業例集
三 ＝
＝＝ ＝

薑林業労働災害防止協会が，’年半の努力の＝三
薑結晶として発刊した｢林業労働災害実例集」B5判256頁災害実例233例臺
臺は，発売以来，ご好評をいただいてﾙ､ます。 図写真260点定価1,200円三＝＝

三林業労働災害の実態をこれほど克明に，わ（送料実餐）三
＝二

三かりやすく，目で見る図書ははじめてだ，災
薑害防止の生きた教科書生きた道標だ,監督＝

■お申込象は
＝

三者の蕊ならず現場の作業員もぜひ一読を．･･･
＝＝
＝＝

薑等々 ，賛辞がいっぱいです。 林災協都道府県支部または三
三全産業中もっとも高いといわれている林業三林業労働災害防止協会へ臺
三の労働災害をなくすために，この実例集を職＝〒108束京笥捲区芝5丁目35の1産業安全会館三＝＝

三場や事業所，また皆様の座右に備え，いっそ電話03“の4981振替東京13112三
取引銀行第一勧業銀行芝支店普通預金口座451994二＝＝

言う災害防止にお役立てください。
＝＝

神戸銀行浜松町支店普通預金口座84082=
三二＝

＝＝

＝
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＊ススキ防除の特効薬

⑬ア
⑧揃剤10
癌宵1130リ勿

ｂ
ご
日
Ｂ
Ｉ
Ｇ
ｊ
Ｊ
’
０
，
０
７ 林野の除草に ＠イネ科、カヤツリグサ科稚恥に避択的に効采があります。

◎ススキには称に禰効で雌かの薬駄でもよく効きます価

.ft,躯の暇な畔に仙川でき、一艇の処理で2年以上も亦効です唱，

＠人蒜、魚貝蛾などに稚性はほとんどなく、安心して使凧でき、目や皮

ブを刺激したり、愁奥を出したり、燦発、火災などの池砿性も全くあ

りません。

定評ある三共の農薬

１
１
！
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Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
■
■
■
■
！
■

⑳＝華携式套就
.に;毎
"1I'I
三共様式
三共様式
■賛料准旱■

註
就
会
会兵鉦鰯暇蕊推，”&K餓離3－]O－17

式蛎仏ft・&職離･火硴･戊朋・側催

ロロコロヰー■ゆr－エーー草去＝~牡恥一瞬的鞘山一一“＝一遍＝一一－－誼争一通,．

山火事防止 普及宣伝用に〃プレゼントに.ク

マスコット人形
一』

￥200円送料実費（50個以上無料）

山火事防止「シンボルマーク」の図柄から

可愛いい「マスコッ1､人形」を制作し､たし

ました。

○貯金箱

○ぺンさし

○メモはさゑ

○火災予知

に御使用下さい。

ノ

も

10cm)

日本林業技術協会
東京都千代、区六番町7

(高さ

社団
法人

郵便番号102電話（261）5281

振替東京60448番
取引銀行三菱銀行麹町支店
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鷺R必桝

積分車帰零-0-bac装識一測定開始時ワンタッチで目盛をO位置にセットできます。二度の
読取りや差引き計算の必要がありません。

直進式--Lineartype-極針がないので図面上に識いただけで使えます。長大図面の測
定も一度で済みます。

NQOO1単式=¥15,000NQOO2遊標複式=¥16,500ルーペ式と指針式があります。

認織 森林測量に新分野を拓くウシカタ
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定
価
百
三
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測定長が伸びるジュラルミン製のズマートな翰尺
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牛方式双視実体鏡
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